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第一部【組織再編成に関する情報】 
第１【組織再編成の概要】 
１【組織再編成の目的等】 
(1) 持株会社化の目的及び理由 

共立印刷グループの主要な事業である国内印刷市場は、社会構造の変化やインターネットを利用した
様々なサービスの普及により市場縮小傾向が見受けられるなか、新型コロナウイルス感染症の拡大による
生活環境の変化も重なり、非常に厳しい環境にあります。 

   このような状況のなかで、共立印刷グループは既存印刷事業の構造改革を進めコスト削減に努めるとと
もに、環境に特化したＭ＆Ａや既存デジタル媒体の強化により事業領域の拡大に取り組むことで、収益拡
大や企業価値向上に取り組んでおります。 

   今後は持株会社体制へ移行することで、事業領域拡大やＥＳＧへの取り組みをグループ全体で明確化さ
せ、長期的な社会貢献と持続可能な強い事業体構築に向けて準備を進めてまいります。 

   持株会社体制への移行方法については、株式交換のほか、株式移転や会社分割等の手法も含めて慎重に
協議・検討いたしました。 

   共立印刷株式会社（以下「共立印刷」といいます。）株主の株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ（（以下「当社」
といいます。）保有する共立印刷株式数2,863,600株、発行済株式に占める共立印刷株式の保有割合5.84％、
議決権割合6.29％）は、共立印刷創業家の資産管理会社であるところ、創業家による当社を通じた共立印
刷株式の間接保有は、共立印刷の経営の安定及び株主構成の安定性確保に寄与してきたと考えております
が、持株会社体制への移行の手段として当社を株式交換完全親会社とする株式交換を利用する場合、創業
家各人による持株会社株式の直接保有が実現し、現在及び将来にわたり持株会社の株主構成の透明性が向
上し、共立印刷のガバナンスに対する株主の皆様の理解がより一層深まるものと考えております。さらに
株式交換を利用する場合、完全親会社となる持株会社を新たに設立する必要が無いことから、迅速かつ機
動的に持株会社体制に移行できると考えております。一方、株式移転を利用する場合、創業家による持株
会社株式の間接保有が継続するため、株主構成の透明性の向上を図ることができないこと、また、会社分
割を利用する場合、株式移転による場合と同様に、共立印刷創業家による持株会社株式の間接保有が継続
するのみならず、共立印刷の事業や資産等を共立印刷の子会社に移転する手続きや費用等が必要になるな
ど、共立印刷の事業への悪影響が生じる可能性があると考えております。 

   以上の理由により、持株会社への移行方法については、当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交
換完全子会社とする株式交換が最善の手法であると判断いたしました。 

 
(2) 上場申請会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業
集団の関係 

① 上場申請会社の企業集団の概要 
本株式交換の効力発生後における当社の企業集団の概要は以下のとおりとなる予定です。 

ア 上場申請会社の概要 

(1) 商号 
 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
(英文：KYORITSU CO.，LTD．) 

(2) 事業内容 
総合印刷業やＢＰＯ事業、デジタル事業、環境事業等を営むグループ会
社の経営戦略策定・管理並びにそれらに付帯する業務 

(3) 本店所在地 東京都板橋区清水町36番1号 

(4) 代表者及び 
役員の就任予定 
 
 
 
 

代表取締役           野田 勝憲 
代表取締役           景山 豊 
取締役             田坂 優英 
取締役（社外）         藤本 三千夫 
取締役（社外）         亀井 雅彦 
常勤監査役（社外）       川尻 建三 
監査役（社外）         窪川 秀一 
監査役（社外）         中村 惠一郎 

(5) 資本金 3,374百万円 

(6) 純資産(連結) 未定 

(7) 総資産(連結) 未定 

(8) 決算期 ３月31日 
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イ 上場申請会社の企業集団の概要 
     当社は、本報告書提出日現在において企業集団はありませんが、次に示す方法により、持株会社体

制への移行を実施する予定です。 
    〈ステップ１：株式交換による持株会社体制の構築〉 
    2022年10月１日を効力発生日とする本株式交換により、共立印刷は当社の完全子会社になります。 

 

〈ステップ２：株式交換による持株会社体制の構築後の体制（グループ会社の再編）〉 
    本株式交換の効力発生後、持株会社体制への移行目的の達成を十全なるものにするためのグループ経

営体制の構築に向け、共立印刷の子会社を当社が直接保有する子会社として再編する予定です。なお、
かかる再編の具体的な内容及び時期につきましては、未定であります。 

 

 

(ⅰ)当社の企業集団の概要は、本株式交換により、以下のとおりとなる予定です。 

会社名 住所 
資本金 

(百万円) 
主要な 

事業の内容 

議決権の 
所有割合 
(％) 

役員の兼務 
資金 
援助 

営業上
の取引 

設備の 
賃貸借 役員 

(名) 
従業員 
(名) 

(連結子会社) 
共立印刷㈱ 
(注)１ 

東京都 
板橋区 

3,374 
総合印刷業 
BPO事業 

100.0 ８ 未定 未定 未定 未定 

(注)１ 共立印刷は、有価証券報告書を提出しております。 

㈱ＳＩＣ

(広告の企画、

制作業)

㈱暁印刷

(総合印刷業)

㈱暁NEXT

㈱西川印刷

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱今野

(生分解性プラスチッ

クフィルムの製造販

売)

㈱インターメディア・

コミュニケーションズ

(不動産賃貸業、

製本営業)

共立印刷㈱

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱KYORITSU

(持株会社)

(デジタルコミック制作)

㈱KYORITSU

(持株会社)

㈱今野

(生分解性プラスチッ

クフィルムの製造販

売)

㈱ＳＩＣ

(広告の企画、

制作業)

共立印刷㈱

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱暁印刷

(総合印刷業)

㈱西川印刷

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱暁NEXT
㈱インターメディア・

コミュニケーションズ

(不動産賃貸業、

製本営業)
(デジタルコミック制作)
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    (ⅱ)本株式交換に伴い、当社の完全子会社となる共立印刷の2022年10月１日時点の関係会社の状況は、次
のとおりであります。 

会社名 住所 
資本金 

(百万円) 
(注) 

主要な 
事業の内容 

議決権の 
所有割合 
(％) 

役員の兼務 
資金 
援助 

営業上
の取引 

設備の 
賃貸借 役員 

(名) 
従業員 
(名) 

(連結子会社) 
㈱ＳＩＣ 

東京都 
新宿区 

100 
広告の企画 

制作業 
100 ２ 未定 未定 未定 未定 

㈱暁印刷 
東京都 
文京区 

100 総合印刷業 100 １ 未定 未定 未定 未定 

㈱西川印刷 
熊本県 
熊本市 

43 
総合印刷業 
BPO事業 

100 １ 未定 未定 未定 未定 

㈱今野 
埼玉県 
新座市 

10 

生分解性プ
ラスチック
フィルムの
製造販売 

100 ２ 未定 未定 未定 未定 

㈱暁ＮＥＸＴ 
東京都 
文京区 

５ 
デジタルコ
ンテンツ制

作 
80 ２ 未定 未定 未定 未定 

㈱インターメデ
ィア・コミュニ
ケーションズ
（注）１ 

東京都 
板橋区 

497 
不動産賃貸

業 
製本営業 

100 ２ 未定 未定 未定 未定 

その他 1社 － － － － － － － － － 

(注)１ 特定子会社であります。 
 
② 上場申請会社の企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団の関係 
ア 資本関係 

 当社は、共立印刷の普通株式2,863,600株（議決権割合6.29％）を保有しておりますが、本株式交
換により共立印刷は当社の完全子会社となる予定です。 

イ 役員の兼任関係 
 当社の代表取締役１名が共立印刷の代表取締役会長を兼務しております。 

ウ 取引関係 
 該当事項はありません。 

 

２【組織再編成の当事会社の概要】 

該当事項はありません。 

 

３【組織再編成に係る契約】 

(1) 株式交換契約の内容の概要 
当社及び共立印刷（以下「両社」といいます。）は、2022年５月13日付で両社の株主総会の承認を前提と

して、2022年10月１日(予定)を効力発生日とし、当社を完全親会社、共立印刷を完全子会社とする本株式
交換を行うこととする株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしました。本株式
交換契約については、当社の2022年６月29日の臨時株主総会及び共立印刷の2022年６月29日の定時株主総
会において承認を得ております。 
本株式交換契約に基づき、共立印刷の普通株式１株に対して、当社の普通株式１株を割当交付します。 

本株式交換契約の内容は下記「(2)株式交換契約の内容」のとおりです。 
 

(2) 株式交換契約の内容 
 株式交換契約の内容は次項以下のとおりです。 
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株式交換契約書 
 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ(以下「甲」という。)と共立印刷株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとお

り株式交換契約(以下「本契約」という。)を締結する。 
 

第１条  (株式交換) 
甲および乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とす

る株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済株式(ただし、甲が
保有する乙の株式を除く。以下同じ。)の全部を取得する。 

 
第２条 (商号および住所) 
甲および乙の商号および住所は、以下のとおりである。 
(1) 甲(株式交換完全親会社) 

商号 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
住所 東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号 

(2) 乙(株式交換完全子会社) 
商号 共立印刷株式会社 
住所 東京都板橋区清水町36番１号 

 
第３条 (株式交換に際して割当交付する株式) 
１．甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以

下「基準時」という。)における乙の株主名簿に記載又は記録された株主(ただし、甲を除く。以下「本
割当対象株主」という。)に対し、その保有する乙の普通株式に代わり、その保有する乙の普通株式の数
の合計数に１を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。 

２．甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する乙の普通株式１株につき、甲の普通
株式１株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。 

 
第４条 (甲の資本金および準備金の額) 
本株式交換により増加する甲の資本金および準備金の額は、会社計算規則第39条の規定に従い甲が別途適当

に定める金額とする。 
 

第５条(株式交換に際して交付する甲の新株予約権およびその割当て) 
１．甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の新株予約権原簿に記載又は記録された以下の表の「乙

の新株予約権」欄に掲げる乙の各新株予約権の新株予約権者(以下「本割当対象新株予約権者」という。)
に対し、その保有する乙の当該各新株予約権に代わり、その保有する乙の当該各新株予約権の数の合計
数に１を乗じて得た数の以下の表の「甲の新株予約権」欄に掲げる甲の各新株予約権をそれぞれ交付す
る。 

 

乙の新株予約権 甲の新株予約権 

共立印刷株式会社2014年新株予約権 
(内容は、別紙５-１-１記載のとおり) 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第1回新株予約権 
(内容は、別紙５-２-１記載のとおり) 

共立印刷株式会社2015年新株予約権 
(内容は、別紙５-１-２記載のとおり) 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第2回新株予約権 
(内容は、別紙５-２-２記載のとおり) 

共立印刷株式会社2016年新株予約権 
(内容は、別紙５-１-３記載のとおり) 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第3回新株予約権 
(内容は、別紙５-２-３記載のとおり) 

共立印刷株式会社2017年新株予約権 
(内容は、別紙５-１-４記載のとおり) 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第4回新株予約権 
(内容は、別紙５-２-４記載のとおり) 

共立印刷株式会社2018年新株予約権 
(内容は、別紙５-１-５記載のとおり) 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第5回新株予約権 
(内容は、別紙５-２-５記載のとおり) 

共立印刷株式会社2019年新株予約権 
(内容は、別紙５-１-６記載のとおり) 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第6回新株予約権 
(内容は、別紙５-２-６記載のとおり) 

 
２．甲は、本株式交換に際して、本割当対象新株予約権者に対し、その保有する前項の表の「乙の新株予約

権」欄に掲げる乙の各新株予約権１個につき、前項の表の「甲の新株予約権」欄に掲げる甲の新株予約
権１個の割合をもってそれぞれ割り当てる。 
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第６条 (株式交換の効力発生日) 
本株式交換がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2022年10月１日とする。ただし、本株

式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議して合意のうえ、これを変更す
ることができる。 

 
第７条 (甲による表明保証) 
甲は、乙に対し、本契約締結日および効力発生日(ただし、時点が明記されている場合には当該時点)におい

て、別紙７が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 
 

第８条 (株式交換契約の株主総会における承認) 
甲および乙は、2022年６月29日又は甲および乙が別途合意する日に、それぞれ株主総会を開催し、本契約の

承認および本株式交換に必要な事項に関する決議を求めるものとする。 
 

第９条 (会社財産の管理) 
甲および乙は、本契約締結日から効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意をもって自己の業

務の執行並びに財産の管理および運営を行い、別途合意したものを除き、その財産状態、経営成績、事業若し
くは権利義務に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうとする場合には、予め甲乙協議して合意のうえ、
これを行う。 

 
第10条 (本契約の効力) 
本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失うものとする。 
(1)効力発生日の前日までに、第８条に定める甲又は乙の株主総会の承認が得られない場合 
(2)次条に従い本契約が解除された場合 
(3)本株式交換に必要となる法令に定める関係官庁等の承認が効力発生日の前日までに得られない場合 
 

第11条 (株式交換条件の変更および本契約の解除) 
甲および乙は、本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、①甲に第７条に定める重大な表明保

証違反があることが判明した場合、②甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重大な変更が生じた場合、③本
株式交換の実行に重大な支障をきたす事象が生じ又は判明した場合、④本株式交換の条件に重大な影響を与え
る事態その他本契約の目的の達成が困難となった場合は、甲乙協議して合意のうえ、本株式交換の条件を変更
し、又は本契約を解除することができるものとする。ただし、甲および乙で別途合意している事項は除く。 

 
第12条 (準拠法および合意管轄裁判所) 
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約の履行および解釈に関し紛争が生

じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
 

第13条 (協議事項) 
本契約に定める事項のほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙協議して合意のうえ、

これを定める。 
本契約締結の証として本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するものとする。 

 
2022年５月13日 
 

甲 東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
代表取締役 野田 勝憲 

 
乙 東京都板橋区清水町36番１号 

共立印刷株式会社 
代表取締役 景山  豊 
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(別紙５-１-１) 

 

共立印刷株式会社2014年新株予約権の内容 

 

１．会社の商号 

共立印刷株式会社 

 

２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個 

 

３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また

は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と

認める付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに

通知または公告する。 

 

４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

５．募集新株予約権を行使することができる期間 

平成26年７月31日から平成56年７月30日 

 

６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

７．募集新株予約権の譲渡制限 
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募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募

集新株予約権を取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生

日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約

権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交

付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを

条件とする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 



8 
 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記11．に準じて決定する。 

 

10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 

11．その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12．募集新株予約権の払込金額の算定方法 

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値

に基づき算出した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 

ここで、 

 

(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ) 

(2) 株価(Ｓ)：平成26年７月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値が

ない場合は、翌取引日の基準値段) 

(3) 行使価格(Ｘ)：１円 

(4) 予想残存期間(Ｔ)：15年 

(5) ボラティリティ(σ)：9.5年間(平成17年２月16日から平成26年７月30日まで)の各週の最終取引日にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り(ｑ)：１株当たりの配当金(直近２期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価 

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(.)) 

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺

されるものとする。 

 

13．募集新株予約権を割り当てる日 

平成26年７月30日 

 

14．募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

平成26年７月30日 

 

15．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
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記入し、署名捺印のうえ、これを下記16．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17．に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 

16．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ

ととなる部署とする。) 

 

17．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 

 

18．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記

録をするために必要な手続を行う。 

 

19．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

 

20．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

21．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧

に供するものとする。 

 

22．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

以  上 
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(別紙５-１-２) 

 

共立印刷株式会社2015年新株予約権の内容 

 

１．会社の商号 

共立印刷株式会社 

 

２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個 

 

３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また

は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と

認める付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに

通知または公告する。 

 

４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

５．募集新株予約権を行使することができる期間 

平成27年７月30日から平成57年７月29日 

 

６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

７．募集新株予約権の譲渡制限 
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募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募

集新株予約権を取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生

日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約

権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交

付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを

条件とする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
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譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記11．に準じて決定する。 

 

10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 

11．その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12．募集新株予約権の払込金額の算定方法 

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値

に基づき算出した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 

ここで、 

 

(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ) 

(2) 株価(Ｓ)：平成27年７月29日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値が

ない場合は、翌取引日の基準値段) 

(3) 行使価格(Ｘ)：１円 

(4) 予想残存期間(Ｔ)：15年 

(5) ボラティリティ(σ)：10.5年間(平成17年２月16日から平成27年７月29日まで)の各週の最終取引日にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り(ｑ)：１株当たりの配当金(直近２期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価 

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(.)) 

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺

されるものとする。 

 

13．募集新株予約権を割り当てる日 

平成27年７月29日 

 

14．募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

平成27年７月29日 

 

15．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
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(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記16．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17．に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 

16．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ

ととなる部署とする。) 

 

17．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 

 

18．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記

録をするために必要な手続を行う。 

 

19．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

 

20．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業

時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 

21．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

22．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

以  上 
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(別紙５-１-３) 

 

共立印刷株式会社2016年新株予約権の内容 

 

１．会社の商号 

共立印刷株式会社 

 

２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個 

 

３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また

は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と

認める付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告

する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通

知または公告する。 

 

４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

５．募集新株予約権を行使することができる期間 

平成28年８月５日から平成58年８月４日までとする。 

 

６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

７．募集新株予約権の譲渡制限 
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募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募

集新株予約権を取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生

日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約

権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交

付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを

条件とする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
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譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記11．に準じて決定する。 

 

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 

11.その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法 

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値

に基づき算出した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 

ここで、 

 

(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ) 

(2) 株価(Ｓ)：平成28年８月４日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値が

ない場合は、翌取引日の基準値段) 

(3) 行使価格(Ｘ)：１円 

(4) 予想残存期間(Ｔ)：15年 

(5) ボラティリティ(σ)：11.5年間(平成17年２月16日から平成28年８月４日まで)の各週の最終取引日にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り(ｑ)：１株当たりの配当金(直近２期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価 

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(.)) 

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺

されるものとする。 

 

13．募集新株予約権を割り当てる日 

平成28年８月４日 

 

14．募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

平成28年８月４日 

 

15．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
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(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記16．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17．に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 

16．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ

ととなる部署とする。) 

 

17．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 

 

18．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記

録をするために必要な手続を行う。 

 

19．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

 

20．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業

時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 

21．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

22．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

以上 

 
  



18 
 

(別紙５-１-４) 

 

共立印刷株式会社2017年新株予約権の内容 

 

１．会社の商号 

共立印刷株式会社 

 

２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個 

 

３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また

は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。ま

た、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株

式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認め

る付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに

通知または公告する。 

 

４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

５．募集新株予約権を行使することができる期間 

平成29年８月４日から平成59年８月３日までとする。 

 

６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

７．募集新株予約権の譲渡制限 
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募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募

集新株予約権を取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生

日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約

権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交

付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを

条件とする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
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譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記11．に準じて決定する。 

 

10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 

11．その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12．募集新株予約権の払込金額の算定方法 

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値

に基づき算出した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 

ここで、 

 

(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ) 

(2) 株価(Ｓ)：平成29年８月３日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値が

ない場合は、翌取引日の基準値段) 

(3) 行使価格(Ｘ)：１円 

(4) 予想残存期間(Ｔ)：15年 

(5) ボラティリティ(σ)：12.5年間(平成17年２月16日から平成29年８月３日まで)の各週の最終取引日にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り(ｑ)：１株当たりの配当金(直近２期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価 

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(.)) 

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺

されるものとする。 

 

13．募集新株予約権を割り当てる日 

平成29年８月３日 

 

14．募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

平成29年８月３日 

 

15．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
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(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記16．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17．に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 

16．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ

ととなる部署とする。) 

 

17．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 

 

18．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記

録をするために必要な手続を行う。 

 

19．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

 

20．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業

時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 

21．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

22．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

以上 
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(別紙５-１-５) 

 

共立印刷株式会社2018年新株予約権の内容 

 

１．会社の商号 

共立印刷株式会社 

 

２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

取締役(非常勤取締役を除く。) 500個 

 

３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また

は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。ま

た、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株

式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認め

る付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに

通知または公告する。 

 

４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

５．募集新株予約権を行使することができる期間 

平成30年８月３日から平成60年８月２日までとする。 

 

６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

７．募集新株予約権の譲渡制限 
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募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募

集新株予約権を取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生

日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約

権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交

付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを

条件とする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
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譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記11．に準じて決定する。 

 

10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 

11．その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12．募集新株予約権の払込金額の算定方法 

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値

に基づき算出した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 

ここで、 

 

(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ) 

(2) 株価(Ｓ)：平成30年８月２日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値が

ない場合は、翌取引日の基準値段) 

(3) 行使価格(Ｘ)：１円 

(4) 予想残存期間(Ｔ)：15年 

(5) ボラティリティ(σ)：13.5年間(平成17年２月16日から平成30年８月２日まで)の各週の最終取引日にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り(ｑ)：１株当たりの配当金(直近２期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価 

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(.)) 

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺

されるものとする。 

 

13．募集新株予約権を割り当てる日 

平成30年８月２日 

 

14．募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

平成30年８月２日 

 

15．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
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(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記16．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17．に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 

16．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ

ととなる部署とする。) 

 

17．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 

 

18．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記

録をするために必要な手続を行う。 

 

19．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

 

20．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業

時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 

21．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

22．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

以上 
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(別紙５-１-６) 

 

共立印刷株式会社2019年新株予約権の内容 

 

１．会社の商号 

共立印刷株式会社 

 

２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

取締役(非常勤取締役を除く。) 400個 

 

３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また

は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と

認める付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに

通知または公告する。 

 

４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2019年８月２日から2049年８月１日までとする。 

 

６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

７．募集新株予約権の譲渡制限 
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募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募

集新株予約権を取得することができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を 

 

総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合

併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効

力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式

移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残

存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することと

する。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

上記６．に準じて決定する。 
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(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記11．に準じて決定する。 

 

10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 

11．その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法 

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値

に基づき算出した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 

ここで、 

 

(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ) 

(2) 株価(Ｓ)：2019年８月１日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がな

い場合は、翌取引日の基準値段) 

(3) 行使価格(Ｘ)：１円 

(4) 予想残存期間(Ｔ)：15年 

(5) ボラティリティ(σ)：14.5年間(2005年２月16日から2019年８月１日まで)の各週の最終取引日における

当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り(ｑ)：１株当たりの配当金(直近２期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価 

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(.)) 

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺

されるものとする。 

 

13．募集新株予約権を割り当てる日 

2019年８月１日 

 

14．募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

2019年８月１日 
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15．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記16．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17．に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 

16．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ

ととなる部署とする。) 

 

17．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 

 

18．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記

録をするために必要な手続を行う。 

 

19．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

 

20．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業

時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 

21．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

22．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

以上 
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(別紙５-２-１) 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第１回新株予約権の内容 

 
１．会社の商号 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
 
２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

共立印刷株式会社2014年新株予約権の新株予約権者 350個 
 
３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基
準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また
は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての
ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と
認める付与株式数の調整を行うことができる。 
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公
告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。 

 
４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 
５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2022年10月１日から2044年７月30日 
 
６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
７．募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 
 
８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募
集新株予約権を取得することができる。 
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す



31 
 

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 
９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。 
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 
上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 
下記11．に準じて決定する。 

 
10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。 

 
11．その他の募集新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
 
12．募集新株予約権を割り当てる日 

2022年10月１日 
 
13．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財
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産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15．に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 
14．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ
ととなる部署とする。) 

 
15．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 
 
16．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 
(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記
録をするために必要な手続を行う。 

 
17．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 
 
18．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法
により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 
19．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧
に供するものとする。 

 
20．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 
 

以  上 
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(別紙５-２-２) 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第２回新株予約権の内容 

 
１．会社の商号 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
 
２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

共立印刷株式会社2015年新株予約権の新株予約権者 350個 
 
３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基
準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また
は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての
ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と
認める付与株式数の調整を行うことができる。 
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公
告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。 

 
４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 
５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2022年10月１日から2045年７月29日 
 
６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
７．募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 
 
８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募
集新株予約権を取得することができる。 
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
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ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 
９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。 
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 
上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 
下記11．に準じて決定する。 

 
10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。 

 
11．その他の募集新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
 
12．募集新株予約権を割り当てる日 

2022年10月１日 
 
13．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財
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産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15．に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 
14．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ
ととなる部署とする。) 

 
15．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 
 
16．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 
(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記
録をするために必要な手続を行う。 

 
17．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 
 
18．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業
時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 
19．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法
により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 
20．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 
 

以  上 
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(別紙５-２-３) 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第３回新株予約権の内容 

 
１．会社の商号 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
 
２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

共立印刷株式会社2016年新株予約権の新株予約権者 350個 
 
３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基

準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また
は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての
ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と
認める付与株式数の調整を行うことができる。 
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告
する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通
知または公告する。 

 
４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 
５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2022年10月１日から2046年８月４日までとする。 
 
６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
７．募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 
 
８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募
集新株予約権を取得することができる。 
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
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ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 
９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。 
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 
上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 
下記11．に準じて決定する。 

 
10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。 

 
11．その他の募集新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
 
12．募集新株予約権を割り当てる日 

2022年10月１日 
 
13．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財
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産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15．に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 
14．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ
ととなる部署とする。) 

 
15．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 
 
16．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 
(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記
録をするために必要な手続を行う。 

 
17．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 
 
18．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業
時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 
19．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法
により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 
20．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 
 

以 上 
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(別紙５-２-４) 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第４回新株予約権の内容 

 
１．会社の商号 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
 
２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

共立印刷株式会社2017年新株予約権の新株予約権者 350個 
 
３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基
準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また
は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての
ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。ま
た、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株
式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認め
る付与株式数の調整を行うことができる。 
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公
告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。 

 
４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 
５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2022年10月１日から2047年８月３日までとする。 
 
６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
７．募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 
 
８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募
集新株予約権を取得することができる。 
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す



40 
 

ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 
９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。 
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 
上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 
下記11．に準じて決定する。 

 
10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。 

 
11．その他の募集新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
 
12．募集新株予約権を割り当てる日 

2022年10月１日 
 
13．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財
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産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15．に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 
14．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ
ととなる部署とする。) 

 
15．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 
 
16．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 
(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記
録をするために必要な手続を行う。 

 
17．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 
 
18．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業
時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 
19．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法
により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 
20．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 
 

以 上 
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(別紙５-２-５) 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第５回新株予約権の内容 

 
１．会社の商号 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
 
２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

共立印刷株式会社2018年新株予約権の新株予約権者 500個 
 
３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基
準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また
は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての
ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。ま
た、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株
式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認め
る付与株式数の調整を行うことができる。 
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公
告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。 

 
４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 
５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2022年10月１日から2048年８月２日までとする。 
 
６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
７．募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 
 
８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募
集新株予約権を取得することができる。 
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
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ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 
９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。 
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 
上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 
下記11．に準じて決定する。 

 
10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。 

 
11．その他の募集新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使する

ことができる。 
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
 
12．募集新株予約権を割り当てる日 

2022年10月１日 
 
13．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、署名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財



44 
 

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15．に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 
14．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ
ととなる部署とする。) 

 
15．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 
 
16．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 
(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記
録をするために必要な手続を行う。 

 
17．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 
 
18．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業
時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 
19．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法
により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 
20．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 
 

以 上 
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(別紙５-２-６) 
 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第６回新株予約権の内容 
 
１．会社の商号 

株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
 
２．募集新株予約権の付与対象者と総数 

共立印刷株式会社2019年新株予約権の新株予約権者 400個 
 
３．募集新株予約権の目的である株式の種類および数 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基
準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少し
て資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割また
は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当ての
ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と
認める付与株式数の調整を行うことができる。 
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公
告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。 

 
４．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額１円に付与株式数を乗じた金額とする。 

 
５．募集新株予約権を行使することができる期間 

2022年10月１日から2049年８月１日までとする。 
 
６．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
７．募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 
 
８．募集新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募
集新株予約権を取得することができる。 
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 
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(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案 

 
９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項 

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交
付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。 
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３．に準じて決定する。 
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従

って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 
上記６．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 
上記８．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 
下記11．に準じて決定する。 

 
10．募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。 

 
11．その他の募集新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権者は、当社および当社の関係会社（「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」

第8条第8項により定義される会社をいう。）の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に
限り募集新株予約権を行使することができる。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ
る新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
12．募集新株予約権を割り当てる日 

2022年10月１日 
 
13．募集新株予約権の行使請求および払込みの方法 
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
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記入し、署名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15．に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

 
14．募集新株予約権の行使請求受付場所 

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当するこ
ととなる部署とする。) 

 
15．募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。) 
 
16．募集新株予約権の行使の効力発生時期等 
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的で

ある株式の株主となる。 
(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新

株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記
録をするために必要な手続を行う。 

 
17．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 
 
18．発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業
時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 

 
19．本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法
により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 
20．その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 
 

以 上 
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(別紙７) 

 

１．存続および権限 

甲は、日本法に準拠して適法かつ有効に設立され、適法かつ有効に存続している株式会社であり、現在行

っている事業を行うために必要な権限および権能を有する。 

 

２．本契約の締結および履行 

甲は、本契約の締結および履行に関して必要な権限および権能を有しており、法令等又は甲の定款その他

の内部規則上必要とされる全ての社内手続を履践している。 

 

３．執行可能性 

本契約は、甲によって適法かつ有効に締結されることにより、甲の適法、有効かつ法的拘束力のある債務

を構成し、破産法、民事再生法、会社更生法および債権者の権利につき一般的に適用されるその他の類似の

法令等に基づき制限される場合を除き、その各条項に従い甲に対して強制執行が可能である。 

 

４．本契約締結による違反の不存在 

本契約の締結並びに本契約に基づく権利の行使および義務の履行は、①甲に適用のある法令等に違反する

ものではなく、②甲に適用される司法機関および行政機関の判断等に違反するものではなく、③甲の定款そ

の他の内部規則に違反するものではなく、かつ、④甲が当事者となっている契約等に違反するものではない。 

 

５．甲に係る倒産手続等の不存在 

甲について、破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続若しくはその申立

て、差押、仮差押、仮処分その他の処分又は本契約の締結若しくは本契約に基づく義務の履行を妨げる手続

は行われておらず、そのおそれもない。甲は支払不能又は支払停止の状態になく、そのおそれもない。 

 

６．許認可 

甲は、本契約の締結のために必要とされる許認可等を、法令等の規定に従い、適法かつ有効に取得又は履

践済みである。 

 

７．反社会的勢力 

甲およびその役員は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力に対する資金提供若しくはそれに準ずる行為又

は商取引を通じて、直接であると間接であるとを問わず、反社会的勢力の維持又は運営に一切協力又は関与

しておらず、将来にわたっても協力又は関与する予定はない。 

 

８．計算書類 

甲が、乙に対して開示した貸借対照表および損益計算書(以下「本計算書類」という。)は、正確かつ完全

な写しであり、本計算書類は、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って作成さ

れており、その作成基準日における甲の財務状態および該当期間における甲の経営成績を重要な点において

正確かつ適正に示している。 

 

９．本計算書類作成基準日後の業務運営 

甲は、2022年３月期の計算書類の作成基準日後、その従事する事業を、従前遂行してきたところに従って

通常の業務遂行の過程の範囲内で継続して運営および執行しており、甲の事業、資産、負債、財務状態、経

営成績又はキャッシュ・フローに重大な悪影響を与える行為は行われておらず、重大な悪影響を及ぼす事由

又は事象は発生していない。 
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10．訴訟紛争等 

甲が当事者である訴訟、仲裁、調停、強制執行、仮処分その他の紛争処理手続は司法機関および行政機関

に係属しておらず、そのおそれもない。 

 

11．租税その他公租公課 

甲は、税務当局に対して公租公課に関して法令等に従い、適法かつ適正な内容の申告書、報告書その他の

書類を提出しており、法令等に従い、適時に租税その他の公租公課を全額支払っている。甲が適切な税務当

局に対して適法かつ適時に提出した書類の記載および内容は、真実かつ正確であり、税務当局によりかかる

書類に関する指摘又は調整はなされていない。甲と税務当局との間で甲の経営に影響を与える紛争又は見解

の相違は生じていない。甲は、直近の税務調査以降、適切かつ適正に税務処理を行っており、税務当局より

指摘を受け、追徴等が行われるおそれはない。 

 

12．簿外債務の不存在等 

甲は、本計算書類に表示されている債務および本計算書類の作成基準日以降に通常の業務の範囲内におい

て生じた債務以外に、甲の経営に重大な悪影響を与える債務(オフバランス取引、保証債務等の未発生の債

務、潜在債務、偶発債務、簿外債務、瑕疵担保責任・不法行為に基づく債務、労働債務、保証債務、租税債

務に基づく債務を含むが、これらに限られない。)を負担していない。 

 

13．効力発生日時点の契約関係 

効力発生日時点において、本契約を除き甲の事業・経営・財政状態に重大な影響を与えうる契約又は取引

関係(関連当事者取引を含むが、これに限られない。)は存在しない。 

 

14．効力発生日時点の資産および負債 

効力発生日時点において、甲の保有する重大な資産は乙株式のみであり、これ以外に本株式交換の交換比

率の前提に重大な影響を与えうる資産又は負債は存在しない。 

 

15．情報開示 

甲から乙(そのアドバイザーを含む。)に開示された情報は、真実かつ正確である。甲は虚偽の情報を開示

しておらず、開示された情報以外に、甲に重大な悪影響を及ぼす事実は存在せず、そのおそれのある事実が

存在しない。開示された情報について重要な事実の記載が欠けていることはなく、誤解を生じさせる内容は

存在しない。 

 

 

（株式交換契約書は以上） 
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４【組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

(1) 株式交換にかかる割当ての内容 

会社名 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 共立印刷株式会社 

本株式交換にかかる株式交換比率 １ １ 

本株式交換により交付する新株式数 普通株式：46,156,400株(予定) 

(注) １．株式の割当比率 
共立印刷普通株式１株に対して、当社普通株式１株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有
する共立印刷株式2,863,600株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。 

(注) ２．本株式交換により交付する株式数等 
当社は、本株式交換により、基準時における共立印刷の株主（ただし、当社を除きます。）に対して、
当社普通株式46,156,400株を割当て交付する予定です。なお、共立印刷が、基準時において保有す
る自己株式に対して、本株式交換比率に応じた当社の普通株式が割当交付されることになります。
また、共立印刷は、2022年５月13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関する
お知らせ」の通り、2022年５月16日から2022年９月22日までを取得期間とし、自己株式の取得を行
う予定であり、新たに取得した自己株式に対しても、本株式交換比率に応じた当社の普通株式が割
当交付されることになります。 

(注) ３．単元未満株式の取扱い 
本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（当社は、本株式交換の効力発生日までに、単元株制度を
採用し、当社普通株式の単元株式数は、当社と同じ100株とする予定です。）を保有することとなる
共立印刷の株主の皆様につきましては、会社法第192条第１項の規定に基づき、当社に対し、その保
有する単元未満株式の買い取りを請求することができます。 

 

  (2) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

 ① 算定の基礎 
上記(1)「株式交換にかかる割当ての内容」に記載の本株式交換比率の決定にあたって、その公正性・妥

当性を確保するため、当社及び共立印刷から独立した第三者算定機関である山田コンサルティンググルー
プ株式会社（以下「山田コンサルティンググループ」といいます。）に、両社の協議において参考とすべ
き株式交換比率の算定を依頼し、株式交換比率算定書を受領いたしました。 
株式交換比率算定書では、当社が、本株式交換の効力発生日である2022年10月１日までに会社分割等を

行うとの前提のもと、共立印刷株式の保有及び売買のみを事業内容とする非上場会社であり、かつ2022年
10月１日時点において当社は共立印刷株式の他に財政状態に重大な影響を与えうる資産及び負債を有し
ない見込みであること、本株式交換後に当社が保有する当社株式については売却する予定がないことから、
当社普通株式の価値は、当社の保有する共立印刷株式価値とほぼ等しく、共立印刷株式の価値に連動する
と記載されております。また、同算定書では、当社の発行済株式数は、2022年６月29日を効力発生日とし
て、普通株式１株を74.8株の割合にて分割する株式分割及び2022年７月１日を払込日とする第三者割当増
資による新株式1,004株の発行を行うことで、当社が保有する共立印刷株式数（2,863,600株）と同数の
2,863,600株となる予定であり、上記のような一定の前提を条件として、共立印刷の１株当たり株式価値
は当社株式１株当たりの株式価値と等しく評価されると考えられると記載されております。 

 
 ② 算定の経緯 

    共立印刷は、本株式交換契約の締結にあたり、上記の株式交換比率算定書を参考とした他、共立印刷の
一般株主保護及び株主平等の観点その他株式交換比率に関する詳細について、重大な影響を及ぼす事象が
ないことを確認することを目的として、山田コンサルティンググループに対し、当社に対するデュー・デ
リジェンス（以下「本デュー・デリジェンス」といいます。）を委託し、実施しております。本デュー・
デリジェンスにおいて、本株式交換の効力発生日までに当社にて会社分割等を実施することを前提として
おり、当該会社分割等が実施された場合、効力発生日において当社の保有する重大な資産は当社株式のみ
となり、これ以外に本株式交換比率の前提に重大な影響を与えうる資産または負債は存在しない見込みで
あること、及び効力発生日において本株式交換契約を除き当社の事業・経営・財政状態に重大な影響を与
えうる契約または取引関係（関連当事者取引を含みますが、これに限られません。）は存在しない見込み
であることを確認しております。当社は、かかるプロセスを踏まえ、共立印刷と慎重に交渉・協議を重ね
た結果、本株式交換比率は妥当であり、共立印刷の株主の利益を損なうものではないと判断し、当社は、
2022年５月13日、取締役の過半数により本株式交換比率に基づく本株式交換契約の締結を決定し、共立印
刷は、2022年５月13日開催の取締役会において、本株式交換比率に基づく本株式交換契約の締結を決議し、
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同日両社間にて本株式交換契約を締結いたしました。 
 

 ③ 算定機関との関係 
    第三者算定機関である山田コンサルティンググループは、当社及び共立印刷からは独立した算定機関で
あり、当社及び共立印刷の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有
しません。 

 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行される有価証券との相違】 

(1) 株式の譲渡制限 

   共立印刷の定款には定めがありませんが、当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには株主
総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式はいわゆるテクニカル
上場により2022年10月１日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに定款変更
により上記株式譲渡制限に関する規定を廃止する予定です。 

 

(2) 単元未満株主の権利 

   当社の定款には、単元株式数を100株とする旨の定めが置かれる予定です。共立印刷には同様の定めが
あります。 
また、当社の定款には、単元未満株式を有する株主は(i)会社法第189条第2項各号に掲げる権利、(ⅱ)

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、(ⅲ)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び
募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を行使することができない旨の規定が置かれる予定です。
共立印刷には同様の規定があります。 

 

６【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】 

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い 

① 買取請求権の行使の方法について 
 共立印刷の株主が、その有する共立印刷の普通株式につき、共立印刷に対して会社法第785条に定める
反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月29日開催の定時株主総会において議決権を行
使することができる株主については、当該株主総会に先立って本株式交換に反対する旨を共立印刷に対し
通知し、かつ、上記定時株主総会において本株主交換に反対することを要します。また、株式買取請求権
の行使は、本株式交換の効力発生日（2022年10月１日）の20日前から効力発生日の前日までの間に、その
株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。 

 
② 議決権の行使の方法について 
 議決権の行使の方法としては、2022年６月29日開催の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法が
あります。また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には、2022年６月28日午後６時ま
でに議決権を行使することが必要になります。 
 郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛
否を表示し、共立印刷に上記の行使期限までに到達するように返送することが必要になります。 

 
③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について 
 本株式交換によって発行される株式は、本株式交換が効力を生じる時点の直前の時の共立印刷の株主
（ただし、当社を除きます。）に割り当てられます。なお、当社は株券を発行しませんので、特段の手続
きは不要です。 

 

(2) 組織再編成対象会社の新株予約権に関する取扱い 

① 買取請求権の行使の方法について 
 本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換契約における会社法第768条第１項第４号又
は第５号に掲げる事項についての定めが、共立印刷の発行する共立印刷株式会社2014年新株予約権、共立
印刷株式会社2015年新株予約権、共立印刷株式会社2016年新株予約権、共立印刷株式会社2017年新株予約
権、共立印刷株式会社2018年新株予約権及び共立印刷株式会社2019年新株予約権に係る会社法第236条第
１項第８号の条件（同号二に関するものに限ります。）に合致するため、会社法第787条第１項の規定によ
り、新株予約権買取請求権が発生しません。 
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② 組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について 
 本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換が効力を生じる時点の直前の時の共立印刷の
新株予約権者（ただし、当社を除きます。）に割り当てられます。なお、当社は新株予約権証券を発行し
ておりませんので、特段の手続きは不要です。 

 

７【組織再編成に関する手続】 

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲 
  覧方法 
  本株式交換に関し、当社においては会社法第794条第１項及び会社法施行規則第193条の各規定に基づき、
①株式交換契約、②会社法第768条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関す
る事項、③会社法第768条第１項第４号及び第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、
④共立印刷の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面、⑤共立印刷において最終事業年度の
末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象
の内容、及び⑥当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他
の会社財産の状況に重要な影響を与える事業の内容を記載した書面を、2022年６月11日より当社本店に備
え置いております。 

  ①の書類は、2022年５月13日に当社の取締役の過半数による決定、及び同日開催の共立印刷の取締役会
において承認された株式交換契約であります。②の書類は、本株式交換に際して株式交換比率及びその株
式交換比率の算定根拠並びに上記株式交換契約において定める当社の増加する資本金及び準備金の額に
関する事項が相当であることを説明した書類であります。③の書類は、本株式交換契約における、共立印
刷の新株予約権者に対して交付する当社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法に関する定めが相
当であることを説明した書類であります。④の書類は、共立印刷の2022年３月期の計算書類等に関する書
類であります。⑤の書類は、共立印刷の2022年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える
事象が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象を記載した書面であり、⑥の書類は当社の2022年
３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときに備え置かれるものであり、
当該事象を記載した書面であります。 

    これらの書類は、当社本店において、営業時間内に閲覧することができます。なお、本株式交換の効力
が生ずる日までの間に、上記の①から⑥掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書
面を追加で備え置きます。 

  次に、共立印刷においては、会社法第782条第１項及び会社法施行規則第184条の各規定に基づき、①株
式交換契約、②交換対価の相当性に関する事項、③交換対価についての参考となるべき事項、④株式交換
に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項、⑤当社の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載し
た書面、⑥当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会
社財産の状況に重要な影響を与える事業の内容、及び⑦共立印刷において最終事業年度の末日後に生じた
重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載し
た書面を、2022年６月11日より共立印刷本店に備え置いております。 

    ①の書類は、2022年５月13日に当社の取締役の過半数による決定、及び同日開催の共立印刷の取締役会
において承認された株式交換契約であります。②の書類は、本株式交換に際して株式交換比率及びその株
式交換比率の算定根拠並びに上記株式交換契約において定める当社の増加する資本金及び準備金の額に
関する事項が相当であることを説明した書類であります。③の書類は、当社の定款の定め、当社株式の換
価の方法、当社株式の市場価格に関する事項、当社の過去５年間にその末日が到来した各事業年度（最終
事業年度を除きます。）に係る貸借対照表の内容等を説明するための書類、④の書類は、本株式交換契約
における共立印刷の新株予約権者に対して交付する新株予約権の内容及び数又はその算定方法に関する
定めが相当であることを説明した書類であります。⑤の書類は、当社の2022年３月期の計算書類等に関す
る書類であります。⑥の書類は、当社の2022年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える
事象が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象を記載した書面であり、⑦の書類は、共立印刷の
2022年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときに備え置かれるもので
あり、当該事象を記載した書面であります。 

   これらの書類は、共立印刷の本店において、営業時間内に閲覧することができます。なお、本株式交換
の効力が生ずる日までの間に、上記の①から⑦に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記
載した書面を追加で備え置きます。 

 

(2) 組織再編成に係る手続の方法及び日程 

株式交換契約承認に係る取締役の過半数による決定（当社） 

株式交換契約承認取締役会(共立印刷) 
2022年５月13日（金） 
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本交換契約の締結(両社) 2022年５月13日（金） 

株式交換契約承認株主総会(両社) 2022年６月29日（水） 

上場廃止日(共立印刷) 2022年９月29日（木）（予定） 

効力発生日 2022年10月１日（土）（予定） 

株式上場日 2022年10月１日（土）（予定） 

   (注) 今後手続を進める中で、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両
社協議の上、日程を変更する場合があります。 

 

(3) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行

使する方法 

① 普通株式について 
  共立印刷の株主が、その有する共立印刷の普通株式につき、共立印刷に対して会社法第785条に定める
反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月29日開催の定時株主総会において議決権を行
使することができる株主については、当該株主総会に先立って本株式交換に反対する旨を共立印刷に対し
通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式交換に反対することを要します。また、株式買取請求権
の行使は、本株式交換の行使は、本株式交換の効力発生日（2022年10月１日）の20日前から効力発生日の
前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。 

 
② 新株予約権について 

  本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換契約における会社法第768条第１項第４号又
は第５号に掲げる事項についての定めが、共立印刷の発行する共立印刷株式会社2014年新株予約権、共立
印刷株式会社2015年新株予約権、共立印刷株式会社2016年新株予約権、共立印刷株式会社2017年新株予約
権、共立印刷株式会社2018年新株予約権及び共立印刷株式会社2019年新株予約権に係る会社法第236条第
１項第８号の条件（同号二に関するものに限ります。）に合致するため、会社法第787条第１項の規定によ
り、新株予約権買取請求権が発生しません。 
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第２【統合財務情報】 

 当社の主要な経営指標等、共立印刷の主要な連結経営指標等はそれぞれ以下のとおりです。 
＜当社の主要な経営指標等＞ 

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 

売上高 (千円) － － － － － 

経常利益又は経常損失
（△） 

(千円) 43,744 30,627 △16,243 △8,586 △1,445 

当期純利益又は当期純損
失（△） 

(千円) 146,644 149,472 98,728 △6,693 △1,726 

持分法を適用した場合の
投資利益 

(千円) － － － － － 

資本金 (千円) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

発行済株式総数 
（普通株式） 

（株） 1 1 1 1 1 

発行済株式総数 
（Ａ種類株式） 

（株） 59,999 59,999 59,999 59,999 59,999 

純資産額 (千円) 1,272,166 854,588 571,076 540,036 545,839 

総資産額 (千円) 1,853,552 1,187,395 710,284 668,625 676,144 

１株当たり純資産額 (円) 28,447.38 19,109.76 14,922.29 14,111.22 14,262.84 

１株当たり配当額（うち
１株当たり中間配当額） 

(円) 
－  

（－） 
－  

（－） 
－  

（－） 
－  

（－） 
－  

（－） 

１株当たり当期純利益又
は当期純損失（△） 

(円) 3,032.35 3,342.42 2,379.28 △174.90 △45.10 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 68.63 71.97 80.40 80.77 80.73 

自己資本利益率 (％) 10.71 14.06 17.29 △1.24 △0.32 

株価収益率 (倍) － － － － － 

配当性向 (％) － － － － － 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △106,192 28,451 △99,315 △21,107 12,043 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 138,754 150,452 140,659 42,164 △500 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △322,042 － △113,500 － － 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 92,740 271,644 199,487 220,543 232,087 

従業員数 (名) ０ ０ ０ ０ ０ 

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指導料等の推移
については記載しておりません。 

     ２．経営指標等（発行済株式総数、株価収益率、配当性向、従業員数を除く。）は、「財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」に基づき作成した財務諸表等により
記載しております。第40期及び第41期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項
の規定に基づき、三優監査法人の監査を受けておりますが、第39期以前については当該監査を受け
ておりません。 
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     ３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社が存在しないため記載しておりま
せん。 

     ４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。 

     ５．株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。 
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＜共立印刷の主要な連結経営指標等＞ 

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 

売上高 (千円) 48,428,265 46,121,950 44,491,772 36,739,929 37,795,726 

経常利益 (千円) 2,124,616 1,008,822 779,705 551,466 1,516,721 

親会社株主に帰属する 
当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失
（△） 

(千円) 1,479,251 639,794 408,439 △1,645,553 865,873 

包括利益 (千円) 1,636,396 553,592 258,913 △1,215,444 685,970 

純資産額 (千円) 17,530,746 17,246,899 16,822,368 15,446,126 16,042,017 

総資産額 (千円) 49,599,005 46,875,311 45,654,169 43,917,397 43,003,962 

１株当たり純資産額 (円) 358.76 364.86 369.27 338.71 351.34 

１株当たり当期純利益又
は当期純損失（△） 

(円) 30.42 13.21 8.94 △36.24 19.03 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 30.18 13.09 8.86 － 18.92 

自己資本比率 (％) 35.2 36.6 36.7 35.0 37.2 

自己資本利益率 (％) 8.7 3.7 2.4 △10.2 5.5 

株価収益率 (倍) 11.8 16.9 17.1 △3.9 7.57 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 3,178,337 2,047,269 3,179,968 1,807,471 2,968,544 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 144,815 △372,696 △1,133,922 △898,215 △2,420,811 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △2,067,830 △2,292,767 △1,145,065 △330,015 △2,279,350 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 13,812,712 13,194,517 14,095,497 14,674,737 12,943,119 

従業員数 (名) 852 849 773 651 636 

 (注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
      ２．第41期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株 当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 
      ３．連結経営指標等（発行済株式総数、株価収益率、配当性向、従業員数を除く。）は、「連結財務諸

表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成された財務諸表等により記載しており、
第38期から第42期までの連結財務諸表等については、金融商品取引法193条の２第１項の規定に基
づき、三優監査法人の監査を受けております。 

   ４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第42期事業年度より適
用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標
等となっております。 

 

上記各主要な経営指標等に基づき、本株式交換後の当社に係るものとして算出した主要な連結経営指標等
の見積もりは、以下のとおりであります。もっとも、以下の数値は、監査法人の監査証明を受けていない記
載でありますことにご留意ください。また、「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」以外の指標等につ
いては、見積もりを記載することが困難であり、また、記載を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせる
おそれがありますことから、記載は行っておりません。 

売上高 （百万円） 38,500 

経常利益 （百万円） 1,550 

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 1,000 
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（注）本株式交換の効力発生日は2022年10月１日の予定であることから、当社は2022年10月１日以降、
共立印刷を連結対象といたします。そのため、上記主要な経営指標等を見積もる際には、共立印
刷の2022年10月１日以降の財務情報を当社に係るものとして算出しております。 

 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約】 

  該当事項はありません。 
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第二部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

前記「第一部 組織再編成に関する情報 第２ 統合財務情報」に記載のとおりであります。 
 

２【沿革】 

年月 概要 

1981年５月 東京都練馬区に当社設立。 

2022年５月 共立印刷と株式交換契約を締結。 

2022年６月 当社の臨時株主総会において本株式交換契約について承認決議。 

2022年７月 本店を東京都板橋区に移転。 

 

３【事業の内容】 

当社は、共立印刷株式の保有及び管理を行っておりますが、本株式交換後においては、商業印刷物・出版印
刷物の企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業や、デジタルコミック関連事業、
生分解性プラスチックの製造・販売を営む事業会社の株式を所有することによる支配または管理を行う予定で
す。 
 当社グループは、当社及び子会社８社で構成され、商業印刷物、出版印刷物の製造を行う総合印刷業、デジ
タルコミック作成などを行うデジタル事業、生分解性プラスチックの製造・販売等を行う環境事業を主たる業
務とする予定です。 
 共立印刷株式会社は、商業印刷物・出版印刷物の企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫し
た総合印刷業やＢＰＯ事業を営み、全国へ販促物やカタログ等を納品しております。株式会社ＳＩＣは主に旅
行販促媒体を取り扱っており、印刷物だけでなく、旅行工程表などの発送管理まで営んでおります。株式会社
暁印刷は主に、文庫本やコミックなどの総合印刷業を営んでおります。株式会社西川印刷とその子会社１社は、
熊本県を製造拠点とし、企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業やＢＰＯ事業
を営んでおります。株式会社暁ＮＥＸＴは電子書籍のデータ作成やタテスクロールコミックの制作などのデジ
タル事業を営んでおります。株式会社今野は生分解性プラスチックの製造・販売を行う環境事業を営んでおり
ます。各事業の生産効率や品質保証の取り組みにあたっては、共立印刷の取り組みを活かし、グループ全体で
のシナジーを高めるともに、各事業の拡大に努めてまいります。 
 なお、事業の系統図は次のとおりであります。 

       

得意先

㈱暁印刷

(総合印刷業)

㈱西川印刷

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱暁NEXT
㈱インターメディア・

コミュニケーションズ
(不動産賃貸業、

製本営業))

共立印刷㈱

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱ＳＩＣ
(広告の企画、

制作業)

㈱今野
(生分解性プラスチックフィ

ルムの製造販売)

役務の提供・商品等の流れ

㈱KYORITSU
(関係会社管理事業)

(デジタルコミック制作)
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４【関係会社の状況】 

本書提出日現在における当社の関係会社はありません。 
なお、2022年10月１日時点における関係会社の状況(予定)について、前記「第一部 組織再編成に関する

情報 第１ 組織再編成の概要 １ 組織再編成の目的等」記載の「(2) 上場申請会社の企業集団の概要及
び当該企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団の関係 ① イ 上場申請会社の
企業集団の概要」をご参照ください。 

 

５【従業員の状況】 

(1)  当社の状況 
                                  （2022年９月１日現在） 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

    0          －         －        － 

 
(2)  連結会社の状況 
  共立印刷の有価証券報告書（2022 年６月 29 日提出）で公表しております、当社グループの 2022 年３
月 31 日現在の従業員の状況は以下のとおりであります。 

                                  （2022年３月31日現在） 

部門 従業員数（名） 

生産部門 469 

管理部門 39 

営業部門 128 

合計 636 

（注）１．当社グループの企業集団は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載してお
ります。 

     ２．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グ
ループへの出向者を含む就業人員数であります。 

 

(3) 労働組合の状況 

① 当社の状況 
     該当事項はありません。 
 

② 連結会社の状況 
     共立印刷に労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。 
 

第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

当社は、共立印刷を完全子会社化することにより、当社が共立印刷を含むグループ全体の経営戦略機能
や経営管理機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上を図ってまいります。 
 なお、共立印刷の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、共立印刷の有価証券報告書
（2022年６月29日提出）及び四半期報告書（2022年８月10日提出）をご参照ください。 

 

２【事業等のリスク】 

 当社は、本株式交換により共立印刷の完全親会社となるため、本株式交換後の効力発生日後は、本報告
書提出日現在における共立印刷の事業等のリスクが当社の事業等のリスクになりうることが想定されま
す。共立印刷の事業等のリスクを踏まえた当社グループの事業等のリスクは以下のとおりです。 
 なお、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま
す。 

 
(1) 売上高の減少が業績に与える影響について 
 印刷産業は装置産業であるため、当社グループの有形固定資産残高は2021年３月末161億７千２百万円
（総資産比36.8％）、2022年３月末168億３千９百万円（総資産比39.2％）と総資産に占める構成比が高く
なっております。このため、売上高の急激な減少により操業度が低下した場合には、労務費、減価償却費
及びリース料等の固定費負担が増大するなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 当社は、売上高の変化に柔軟に対応できる生産体制とするべく、継続的に構造改革を行ってまいること
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で固定費負担増大リスクの低減を図ってまいります。 
 

(2) 価格競争について 

 当社グループの印刷事業については、印刷会社間の価格競争及び顧客からの価格引き下げ要求等により、
なだらかな受注価格の低下が続いております。当社グループは、コスト削減や設備投資による生産性向上
等により利益の確保に努め、価格低下に対応していく方針ですが、さらなる価格競争の激化により受注価
格が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3) 有利子負債依存について 

 当社グループの2021年３月末の有利子負債残高は、174億４千万円となり、連結総資産に対する有利子
負債依存度が39.7％であり、2022年３月末の有利子負債残高は、157億５千９百万円となり、連結総資産
に対する有利子負債依存度が36.6％となりました。 
 共立印刷は、1980年設立と印刷業界の中では比較的後発であり、その中で、お客様のニーズに速やかに
対応するため積極的かつ慎重に大型オフセット輪転印刷機の設備投資を行ってまいりました。その投資資
金は借入金等で賄われたため、有利子負債に対する依存度は比較的高いものとなっております。今後も当
社グループの財務体質の改善に努めてまいりますが、売上高の急激な減少により、操業度の低下から返済
資金が減少し、計画どおりの返済ができない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす
可能性があります。 

 

(4) 特定の取引先への依存度が高いことについて 

 当社グループは、「顧客第一主義」をモットーに、スピード・品質・コスト面での提案を行いながらお
客様と共に成長してまいりました。株式会社ケーズホールディングス、株式会社ベルーナ他上位５社の売
上高合計の連結売上高に対する割合は22.8％であります。これらの得意先の経営成績や取引方針によって
は当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
 当社グループは、主力の総合印刷業にあっては、ダイレクトメールやカタログ類の保管・発送業務まで
手掛けるなど受注範囲の拡大を目指すとともに、電子書籍関連ではコミックのタテスクロール対応事業の
拡大や、生分解性プラスチック事業の拡大など、新しい事業領域の拡大に努めることで特定の取引先への
依存度の低下を図ってまいります。 

 

(5) 情報システムとセキュリティについて 

 当社グループの印刷事業はデジタル化の進展等により情報システムの重要性が高まっております。こう
した中、共立印刷ではセキュリティの充実及び守秘義務の徹底を図っております。また、本社、工場につ
きましては専任の警備員や監視カメラによりセキュリティを管理しておりますが、万一、当社グループ社
員や業務委託会社等が受け取った情報を漏洩もしくは誤用等した場合には、企業としての信頼や得意先を
失うなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  
 また、個人情報保護に関しては、2008年４月30日にプライバシーマーク認証、2013年２月８日にISO27001
認証を取得し、個人情報保護に関する諸規程の整備、従業員に対する教育及び監査により個人情報を適正
かつ安全に管理するための取組みを行っておりますが、万一、当社グループ社員や業務委託会社等が受け
取った情報を漏洩もしくは誤用等した場合には、企業としての信頼や得意先を失うこと、また損害賠償責
任等の発生により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(6) 災害について 

 当社グループの生産拠点は埼玉県本庄市及びその隣接する地域に集中しているため、同地域での大規模
な地震の発生等により生産活動が停止した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
す。 
 また、新型コロナウイルス感染症拡大のようなパンデミックや大規模な自然災害等の異常事態が当社の
想定を超える規模で発生し、事業運営が困難になった場合、当社グループの財政状態や経営成績等に大き
な影響を与える可能性があります。 
 当社は、外部協力会社との継続的な協力体制の維持に努めると共に、通信設備に関しましても冗長性の
維持・確保に努めてまいります。 

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

当社の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりです。以下の記載のうち、将来に関する事項は、本
報告書提出日現在において判断したものとなります。 

 (1) 最近事業年度の財政状態及び経営成績の分析 
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    当社の最近事業年度の財政状態については、流動資産は260百万円（前事業年度は264百万円）となりま
した。これは未収法人税等が減少したためです。固定資産につきましては、415百万円（前事業年度は403
百万円）となりました。これは投資有価証券が増加したためです。流動負債につきましては、０百万円（前
事業年度は２百万円）となりました。これは未払消費税等が減少したためです。固定負債につきましては、
130百万円（前事業年度は126百万円）となりました。これは繰延税金負債が増加したためです。純資産に
つきましては、545百万円（前事業年度は540百万円）となりました。これは利益剰余金は減少しましたが、
その他有価証券評価差額金が増加したためです。 

    当社の最近事業年度の経営成績については、売上高は発生せず（前事業年度も発生なし）、営業損失７
百万円（前事業年度は営業損失18百万円）となりました。これは管理業務等の委託に対するの支払報酬料
が減少したためです。経常損失１百万円（前事業年度は経常損失８百万円）及び当期純損失１百万円（前
事業年度は当期純損失６百万円）となりました。これは受取配当金が減少したためです。 

 
 (2) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

   当社は、収入の多くを共立印刷からの受取配当金等に依存しております。このため、共立印刷の経営環
境及びこれに伴う同社の業績や財政状態に強く影響を受けます。 

   なお、共立印刷の事業等のリスクについては、「２ 事業等のリスク」に記載のとおりです。 
 

 (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 
    当社の資金状況ですが、営業活動によるキャッシュ・フローは法人税等の還付額15百万円（前事業年度

は法人税等の支払額16百万円）などにより12百万円の収入（前事業年度は21百万円の支出）となり、投資
活動によるキャッシュ・フローは前事業年度にあった有形固定資産の売却による収入49百万円が当事業年
度になかったため０百万円の支出（前事業年度は42百万円の収入）となり、財務活動によるキャッシュ・
フローについては、当事業年度での収入及び支出はありませんでした（前事業年度も発生なし）。 

   当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の持続的な成長を図るなかで必要な運転資金や設
備資金を自己資金より充当しております。資金調達については、営業活動によるキャッシュ・フローを主
な調達としております。 
 なお、共立印刷の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況については、共立印
刷の有価証券報告書（2022年６月29日提出）及び四半期報告書（2022年８月10日提出）をご参照ください。 

 

４【経営上の重要な契約等】 

当社は共立印刷との間で、2022年５月13日、両社株主総会の承認を前提として、2022年10月１日(予定)を

効力発生日として、当社を完全親会社、共立印刷を完全子会社とする株式交換を行うこととする株式交換

契約を締結しております。 

 なお、共立印刷の経営上の重要な契約等については、共立印刷の有価証券報告書(2022年６月29日提出)

及び四半期報告書(2022年８月10日提出)をご参照下さい。 

 また、本株式交換の目的、本株式交換に係る株式交換計画の内容、本株式交換の条件等につきましては、

前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第１ 組織再編成、株式交付又は公

開買付けの概要」をご参照下さい。 

 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

 

第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

(1) 当社の状況 

 該当事項はありません。 
 

(2) 共立印刷の状況 

  当社の完全子会社となる共立印刷の設備投資等の概要については、有価証券報告書(2022年６月29日提
出)及び四半期報告書(2022年８月10日提出)をご参照下さい。 

 

２【主要な設備の状況】 
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(1) 当社の状況 

 該当事項はありません。 
 

(2) 共立印刷の状況 

 当社の完全子会社となる共立印刷の設備投資等の概要については、有価証券報告書(2022年６月29日提
出)及び四半期報告書(2022年８月10日提出)をご参照下さい。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当社の状況 

該当事項はありません。 

 

(2) 共立印刷の状況 

当社の完全子会社となる共立印刷の設備投資等の概要については、有価証券報告書(2022年６月29日提

出)及び四半期報告書(2022年８月10日提出)をご参照下さい。 

 

第４【上場申請会社の状況】 

１【株式等の状況】 

 上場申請会社の 2022年 10 月１日時点の株式等の状況は以下のとおりとなる予定です。 

 

（１）【株式の総数等】 

 ①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 130,720,000 

計 130,720,000 

 

 ②【発行済株式】 

種類 発行数(株) 
上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名 
内容 

普通株式 
49,020,000 

（注）１ 
東京証券取引所 

スタンダード市場 

完全議決権株式であり、会社
法第107条第１項第１号に掲
げる事項を除き（注）２、剰
余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限
定のない、当社における標準
となる株式であります。（注）
３ 

計 49,020,000 ― ― 

(注) １．本株式交換が１：１の比率であることから、2022年３月31日現在での共立印刷の発行済株式情報
をもとに記載をしております。 

２．当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない
旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月１日に東京証券取引所へ新規上場（テ
クニカル上場）する予定であり、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制
限に関する規定を廃止する予定です。 

３．当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022
年10月１日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって１単元とする旨の規定
を新設する予定です。 
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（２）【新株予約権の状況】 

共立印刷が発行した新株予約権は、本株式交換の効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新
株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容
は以下のとおりであります。 

 

① 【ストックオプション制度の内容】 

(a)株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第１回新株予約権 

区分 
株式交換効力発生日現在 

(2022年10月１日) 

決議年月日 2014年７月14日(注１) 

付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 ４名 

新株予約権の数(個) 350個 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の種類
及び内容 

普通株式 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の数
(株) 

35,000株 (注２) (注３) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権１個あたり100円  

新株予約権の行使期間 
 

自 2022年10月１日 
至 2044年７月30日 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 
 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円 
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円 

新株予約権の行使の条件 
 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものと
する。 
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行
使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 
 

(注４)  

 (注) １．共立印刷株式会社の新株予約権決議日を記載しております。 
(注) ２．2022年３月31日現在における共立印刷株式会社2014年新株予約権の個数を基に算出しております。

ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2014年新株予約権者に対
し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第１回新株予約権１個を交付しますので、2022年
３月31日時点における共立印刷株式会社2014年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会
社2014年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第１回新株
予約権が変動することがあります。 

 (注) ３．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行
う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これ
を切り捨てる。 
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
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株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知
または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知または公告する。 

 (注) ４．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い 
 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会
社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、
組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株
式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
    再編成対象会社の普通株式とする。 

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。 

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。 

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

   (5) 新株予約権を行使することができる期間 
  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅
い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
  譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要す
る。 

   (8) 新株予約権の取得条項 
  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当
社は無償で新株予約権を取得することができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
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とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
   (9) その他の新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
(b)株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第２回新株予約権 

区分 
株式交換効力発生日現在 

(2022年10月１日) 

決議年月日 2015年７月13日(注１) 

付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 ４名 

新株予約権の数(個) 350個 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の種類
及び内容 

普通株式 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の数
(株) 

35,000株 (注２) (注３) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円  

新株予約権の行使期間 
 

自 2022年10月１日 
至 2045年７月29日 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 
 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円 
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円 

新株予約権の行使の条件 
 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものと
する。 
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行
使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 
 

(注４)  

(注) １．共立印刷株式会社の新株予約権決議日を記載しております。  
(注) ２．2022年３月31日現在における共立印刷株式会社2015年新株予約権の個数を基に算出しております。

ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2015年新株予約権者に対
し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第２回新株予約権１個を交付しますので、2022年３
月31日時点における共立印刷株式会社2015年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社
2015年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第２回新株予
約権が変動することがあります。 

 (注) ３．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
      なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行    

う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これ
を切り捨てる。 
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を



66 
 

株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知
または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知または公告する。 

 (注) ４．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い 
 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会
社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、
組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株
式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
    再編成対象会社の普通株式とする。 

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。 

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。 

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

   (5) 新株予約権を行使することができる期間 
  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅
い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

   (8) 新株予約権の取得条項 
  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当
社は無償で新株予約権を取得することができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
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   (9) その他の新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
(c) 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第３回新株予約権 

区分 
株式交換効力発生日現在 

(2022年10月１日) 

決議年月日 2016年７月19日(注１) 

付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 ４名 

新株予約権の数(個) 350個 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の種類
及び内容 

普通株式 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の数
(株) 

35,000株 (注２) (注３) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円  

新株予約権の行使期間 
 

自 2022年10月１日 
至 2046年８月４日 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 
 
 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円 
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円 

新株予約権の行使の条件 
 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものと
する。 
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行
使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 
 

(注４)  

(注) １．共立印刷株式会社の新株予約権決議日を記載しております。  
 (注) ２．2022年３月31日現在における共立印刷株式会社2016年新株予約権の個数を基に算出しております。

ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2016年新株予約権者に対
し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第３回新株予約権１個を交付しますので、2022年３
月31日時点における共立印刷株式会社2016年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社
2016年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第３回新株予
約権が変動することがあります。 

 (注) ３．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行
う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、 これ
を切り捨てる。 
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
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株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知
または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知または公告する。 

 (注) ４．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い 
 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会
社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、
組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株
式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
    再編成対象会社の普通株式とする。 

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。 

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。 

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

   (5) 新株予約権を行使することができる期間 
  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅
い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 
   (8) 新株予約権の取得条項 

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当
社は無償で新株予約権を取得することができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
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   (9) その他の新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
(d) 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第４回新株予約権 

区分 
株式交換効力発生日現在 

(2022年10月１日) 

決議年月日 2017年７月18日(注１) 

付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 ４名 

新株予約権の数(個) 350個 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の種類
及び内容 

普通株式 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の数
(株) 

35,000株 (注２) (注３) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円  

新株予約権の行使期間 
 

自 2022年10月１日 
至 2047年８月３日 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 
 
 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円 
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円 

新株予約権の行使の条件 
 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものと
する。 
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行
使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 
 

(注４)  

(注) １．共立印刷株式会社の新株予約権決議日を記載しております。  
(注) ２．2022年３月31日現在における共立印刷株式会社2017年新株予約権の個数を基に算出しております。

ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2017年新株予約権者に対
し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第４回新株予約権１個を交付しますので、2022年
３月31日時点における共立印刷株式会社2014年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会
社2017年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第４回新株
予約権が変動することがあります。 

 (注) ３．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行
う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これ
を切り捨てる。 
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
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株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知
または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知または公告する。 

 (注) ４．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い 
 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会
社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、
組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株
式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
    再編成対象会社の普通株式とする。 

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。 

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。 

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

   (5) 新株予約権を行使することができる期間 
  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅
い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

   (8) 新株予約権の取得条項 
  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当
社は無償で新株予約権を取得することができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 



71 
 

   (9) その他の新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
(e) 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第５回新株予約権 

区分 
株式交換効力発生日現在 

(2022年10月１日) 

決議年月日 2018年７年17日(注１) 

付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 ４名 

新株予約権の数(個) 500個 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の種類
及び内容 

普通株式 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の数
(株) 

50,000株 (注２) (注３) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円  

新株予約権の行使期間 
 

自 2022年10月１日 
至 2048年８月２日 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 
 
 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円 
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円 

新株予約権の行使の条件 
 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものと
する。 
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行
使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 
 

(注４)  

(注) １．共立印刷株式会社の新株予約権決議日を記載しております。  
 (注) ２．2022年３月31日現在における共立印刷株式会社2018年新株予約権の個数を基に算出しております。

ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2018年新株予約権者に対
し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第５回新株予約権１個を交付しますので、2022年３
月31日時点における共立印刷株式会社2018年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社
2018年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第５回新株予
約権が変動することがあります。 

 (注) ３．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行
う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これ
を切り捨てる。 
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
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株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知
または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知または公告する。 

 (注) ４．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い 
 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会
社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、
組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株
式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
    再編成対象会社の普通株式とする。 

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。 

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 ①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。 

 ②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ
る再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

   (5) 新株予約権を行使することができる期間 
  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅
い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 
   (8) 新株予約権の取得条項 

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当
社は無償で新株予約権を取得することができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
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   (9) その他の新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
(f) 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ第６回新株予約権 

区分 
株式交換効力発生日現在 

(2022年10月１日) 

決議年月日 2019年７月16日(注１) 

付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 ５名 

新株予約権の数(個) 400個 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の種類
及び内容 

普通株式 (注２) (注３) 

新株予約権の目的となる株式の数
(株) 

40,000株 (注２) (注３) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円  

新株予約権の行使期間 
 

自 2022年10月１日 
至 2049年８月１日 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 
 
 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円 
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円 

新株予約権の行使の条件 
 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものと
する。 
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行
使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 
 

(注４)  

(注) １．共立印刷株式会社の新株予約権決議日を記載しております。 
 (注) ２．2022年３月31日現在における共立印刷株式会社2019年新株予約権の個数を基に算出しております。

ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2019年新株予約権者に対
し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第６回新株予約権１個を交付しますので、2022年３
月31日時点における共立印刷株式会社2019年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社
2019年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第６回新株予
約権が変動することがあります。 

 (注) ３．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行
う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これ
を切り捨てる。 
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
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株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知
または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合に
は、以後速やかに通知または公告する。 

 (注) ４．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い 
 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会
社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、
組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株
式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
    再編成対象会社の普通株式とする。 

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。 

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。 

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

   (5) 新株予約権を行使することができる期間 
  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅
い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 
   (8) 新株予約権の取得条項 

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当
社は無償で新株予約権を取得することができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
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   (9) その他の新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 
 

② 【ライツプランの内容】 
    該当事項はありません。 

③ 【その他の新株予約権等の状況】 

     該当事項はありません。 
 

（３）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 

(株) 

資本金 
増減額 
(千円) 

資本金 
残高 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2022年５月13日
（注）1 

普通株式
38,269 

Ａ種類株式 
△59,999 

普通株式 
38,270 

－ 3,000 － － 

2022年６月29日
（注）２ 

普通株式
2,824,326 

普通株式
2,862,596 

－ 3,000 － － 

2022年７月１日
（注）３ 

普通株式 
1,004 

普通株式
2,863,600 

64 3,064 64 64 

2022年10月１日 
（注）４ 

普通株式
46,156,400 

(予定) 

普通株式
49,020,000 

(予定) 
3,370,936 3,374,000 未定 未定 

 (注)１．2022年３月31日時点の当社の発行済株式総数は60,000株ですが、2022年５月13日開催の当社取締
役の過半の決定により、Ａ種類株の自己株式21,730株を消却し、同日、Ａ種類株式を廃止ししたこ
とで、普通株式38,270株となっております。 

   ２．当社は、2022年５月13日付の取締役の過半による決定により、2022年６月29日の当社臨時株主総
会の承認をもって、2022年６月29日を効力発生日として、当社の株式１株を74.8株の割合で株式分
割する取締役の過半数による決定を行っております。 

   ３．当社は、2022年５月13日付の取締役の過半による決定により、2022年６月29日付の臨時株主総会
決議の承認をもって、第三者割当てによる有償増資により、払込日を2022年７月１日として、１株
当たりの発行価額を129円、１株当たりの資本組入額64.5円、１株当たりの資本準備金組入額64.5
円とする増資を行う予定です。なお、発行価額は、当社取締役の過半による決定日（2022年５月13
日）の前日（2022年５月12日）の共立印刷株式会社の東京証券取引所における株価終値に基づいて
決定しております。 

   ４．共立印刷の発行済株式総数49,020,000株(2022年３月31日時点)から、当社が保有する共立印刷株
式2,863,600株を減じた株式数に基づき、本株式交換の本株式交換比率１：１に応じて割当てられま
す。なお、共立印刷が、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点（本
株式交換に関して行使される会社法第785条第１項に定める反対株主の買取請求があった場合には、
この買取りの効力発生後であって、かつ、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなさ
れる直前の時点をいい、以下「基準時」といいます。）において保有する自己株式に対して、本株式
交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。また、共立印刷は、2022年５月
13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の通り、2022年５月
16日から2022年９月22日までを取得期間とし、自己株式の取得を行う予定であり、新たに取得した
共立印刷株式に対しても、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることとなってお
ります。 
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（４）【所有者別状況】 

2022年10月１日予定（注）１、（注）２ 

区分 

株式の状況 
単元未満 

株式の状況 
(株) 

政府及び 
地方公共 

団体 
金融機関 

金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 
個人以外 個人 

株主数(人) ― ９ 29 79 59 ３ 9,332 9,511 ― 

所有株式数 
(単元)（注）３ 

― 54,600 9,999 148,295 34,392 25 242,833 490,144 5,600 

所有株式数 
の割合(％) 

― 11.1 2.0 30.3 7.0 0.0 43.7 100.0 ― 

（注）１．本株式交換が１：１の交換比率であることから、2022年３月 31日現在での共立印刷の株主情報を
もとに作成しております。 

   ２．共立印刷が保有することになる当社株式 5,481,550 は、「個人その他」に 54,815 単元、「単元未満
株式の状況」に 50 株含まれております。 

   ３．当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022
年 10 月１日までに定款を変更し、その発行する株式について 100 株をもって１単元とする旨の規
定を新設する予定です。 

 
（５）【大株主の状況】 

2022年 10月１日予定（注） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式

（自己株式

を除く。）の

総数に対す

る所有株式

の割合（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 4,075,000 9.36 

野田 勝憲 東京都練馬区 3,254,120 7.47 

東京インキ株式会社 東京都北区王子１丁目12番４号 2,273,500 5.22 

共栄会 東京都板橋区清水町36番１号 2,204,400 5.06 

株式会社小森コーポレーション 東京都墨田区吾妻橋３丁目11番１号 2,030,000 4.66 

井奥 貞雄 千葉県松戸市 1,210,000 2.78 

タイヘイ株式会社 千葉県匝瑳市八日市場イ2614 1,110,000 2.55 

株式会社桂紙業 東京都北区桐ヶ丘１丁目20-12 1,060,000 2.43 

株式会社日本カストディ銀行（信

託口） 
東京都中央区晴海１丁目8-12 1,034,000 2.37 

株式会社ベルーナ 埼玉県上尾市宮本町４番２号 1,000,000 2.30 

プロトコーポレーション株式会社 愛知県名古屋市中区葵１丁目23番14号 1,000,000 2.30 

サカタインクス株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目23番37号 1,000,000 2.30 

計 ― 21,251,020 48.81 

（注）本株式交換が１：１の交換比率であることから、2022 年３月 31 日現在での共立印刷の株主情報をもと
に作成しております。 
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（６）【議決権の状況】 
 ①【発行済株式】 
  2022年10月１日予定 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ―  
 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 49,014,400 490,144 

会社法第107条第１項
第１号に掲げる事項を
除き（注）１、剰余金
の配当に関する請求権
その他の権利内容に何
ら限定のない、当社に
おける標準となる株式
であります。（注）１、
（注）２。 

単元未満株式 5,600 ― ― 

発行済株式総数 49,020,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 490,144 ― 

(注) １．当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない
旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月１日に東京証券取引所へ新規上場（テ
クニカル上場）する予定であり、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制
限に関する規定を廃止する予定です。 

   ２．当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年
10月１日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって１単元とする旨の規定を新
設する予定です。 

 

 ②【自己株式等】 

当社は自己株式を所有しておりません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 Ａ種類株式 

 

 （１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

 （２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

 （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 
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該当事項はありません。 

 

 （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 
最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（千円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（千円） 

引き受ける者の募集を行
った取得自己株式 

－ － － － 

消却の処分を行った取得
自己株式 

－ － 21,730 727,134 

合併、株式交換、会社分
割に係る移転を行った取
得自己株式 

－ － － － 

その他（  ） － － － － 

保有自己株式数 21,730 － － － 

   (注）2022年５月13日開催の当社取締役の過半数の決定により、同日Ａ種類株式の自己株式21,730株を
消却しております。2022年９月１日現在、保有する自己株式はございません。 

 

３【配当政策】 

当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月１日より東京証券取引所に上場する予定であり、当該
上場後は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する安定的な配
当を行うことを基本方針としております。 
当社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当と期末配当の年２回を基本方針とすることで考えておりま

す。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は、中間配当を
取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めることを予定しております。 

 
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
 当社は、企業経営の適法性と効率性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスの強化、充実が経
営上の最優先課題と位置付け、経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織
体制やしくみを整備し、利益を最大限確保してまいります。 
 当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月１日より東京証券取引所に上場する予定であり、
これに伴い、上記の課題を実現するために、同日までに本株式交換により当社の完全子会社となる共立
印刷と同水準のコーポレート・ガバナンスを構築させていく予定です。 
 なお、当社の完全子会社となる共立印刷のコーポレート・ガバナンスの状況については、共立印刷の
有価証券報告書（2022年６月29日提出）をご参照ください。 

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

当社は、いわゆるテクニカル上場により、2022年10月１日より東京証券取引所に上場する予定であり、
これに伴い、同日までに監査役会及び会計監査人を設置する予定であります。監査役会設置会社となり、
取締役会は2022年10月１日に、野田勝憲、景山豊、田坂優英、藤本三千夫及び亀井雅彦の取締役５名（う
ち社外取締役２名）で構成され、代表取締役社長 景山豊が議長を務める予定です。また、同会には川
尻建三、窪川秀一及び中村惠一郎の３名の監査役（うち社外監査役３名）が出席する予定です。 
当社の重要な経営上の意思決定は、取締役会において行います。取締役会は、毎月１回本社会議室にお

いて開催する予定です。 
取締役の任期を１年とする予定ですので、取締役会の選任は毎年株主総会に付議されることになりま

す。 
また、代表取締役社長 景山豊を議長とする経営会議を設置し、原則月１回開催し、経営方針、経営

戦略及び経営上重要な案件等について協議を行います。経営会議は、野田勝憲、景山豊、田坂優英の取
締役３名で構成される予定です。 
社外取締役２名は、取締役会において当社の経営に関する意思決定や経営全般に対する助言を行うだ

けでなく、取締役会において決定した方針や職務執行に対する監督を行います。 
監査役会は、常勤監査役、川尻建三１名及び非常勤監査役、窪川秀一、中村惠一郎の２名で構成され

ており、３名全員が社外監査役であります。社外監査役３名は、経営全般に関し独立した機関として常
に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査し、取締役会をはじめとする会議において積極的な
提言を行ってまいります。 
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また、内部監査室長を委員長とする内部統制委員会が構成され、内部統制の有効性を評価し、原則年
１回取締役会にて内部統制の評価結果を報告する予定です。なお、内部統制委員会は代表取締役の景山
豊はじめ各部門長で構成される予定です。取りまとめたものは内部統制報告書として関東財務局へ提出
される予定です。  
 上記のとおり、社外取締役及び社外監査役による経営監視機能の客観性、中立性が確保されていると
判断し、本体制を採用する予定です。 
 

③企業統治に関するその他の事項 
(イ)取締役の定数 

当社の取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。 
(ロ)取締役の選任の決議要件 

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定める予定です。 

 
(ハ)取締役の責任免除 
 当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監
査役であったものを含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、
取締役会の決議をもって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に
定める予定です。さらに、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間では、会社法
第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、限度額を法令が規定する額と
する賠償責任に限定する契約を締結することができる旨を定款に定める予定です。これは、取締役会及
び監査役が、その職責を充分に果たすことができるように、また、業務執行を行わない取締役及び監査
役に有能な人材を招聘できるようにするものであります。 

 
(ニ)株主総会の特別決議要件 
 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議につ
いて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行う旨を定款で定める予定です。 

 
(ホ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項 
ⅰ．自己の株式の取得 

      当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株
式の取得をすることができる旨を定款に定める予定です。これは、機動的な資本政策を遂行できるよ
うにするためであります。 

ⅱ．剰余金の配当等の決定機関 
      当社は、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第１項に

定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決
議によって定めることとする旨を定款で定める予定です。 

 
(へ)その他の事項 
ⅰ．内部統制システムとリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況 

      当社は、非上場会社であるため、内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の
整備につきましては、現在未定ですが、本株式交換の効力発生日までに当社の完全子会社となる共立
印刷と同水準のリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を行う予定です。 

 
ⅱ．子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況 

      当社は、現在子会社は存在しませんが、本株式交換の効力発生日までに、「関係会社管理規程」を
定め、子会社の業務のうち特に重要な決定については、当社の事前承認を必要とする予定です。また、
子会社の取締役及び監査役を当社の役職員が兼務するとともに、子会社から定期的及び必要に応じて
営業成績、財務状況その他重要な情報についての報告を求めることで、子会社の業務の適正を確保す
る予定です。 

 
(2) 【役員の状況】 
① 役員一覧 

2022年10月１日就任予定の当社役員の状況は、以下のとおりであります。 
 男性 ８名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率 0.0％) 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

(1)所有す
る共立印刷
の株式数
(千株） 
(2)割り当
てられる当
社の株式数
（千株） 

代表取締役会長 
最高経営責任者 

(CEO) 
野田 勝憲 

1944年２月17
日生 

1965年４月 当矢商事株式会社入社 
1977年６月 同社取締役 
1980年８月 共立印刷株式会社設立代表

取締役社長 
2011年６月 同社代表取締役会長兼最高

経営責任者(CEO)(現任) 
 

(注)
３ 

（1）3,254 
（2）3,254 

代表取締役社長 
最高執行責任者 

(COO) 
景山 豊 

1970年３月16
日生 

1988年４月 末広印刷株式会社（現 ダ
イオープリンティング株
式会社）入社 

2004年４月 共立印刷株式会社入社 
2014年４月 同社第４営業本部長 
2018年４月 同社執行役員第４営業本

部長 
2019年１月 同社執行役員営業統括本

部長 
2019年６月 同社取締役営業統括本部

長 
2021年４月 同社代表取締役社長兼最

高執行責任者(COO)(現任) 
 

(注)
３ 

（1）111 
（2）111 

取締役 田坂 優英 
1974年２月５

日生 

1998年３月 共立印刷株式会社入社 
2012年４月 同社管理本部経理部長 
2018年７月 同社管理本部長 
2019年７月 同社執行役員管理本部長 
2021年６月 同社取締役管理統括兼購

買統括兼グループ会社統
括（現任） 

 

(注)
３ 

（1）100 
（2）100 

取締役 藤本 三千夫 
1951年４月30

日生 

1975年４月 伊藤忠紙パルプ販売株式
会社（現 伊藤忠紙パルプ
株式会社）入社 

1985年９月 米山紙商事株式会社入社 
1996年５月 同社取締役本店長 
2012年４月 株式会社シロキ顧問（現

任） 
2015年６月 共立印刷株式会社取締役

（現任） 
 

(注)
３ 

（1）― 
（2）― 

取締役 亀井 雅彦 
1958年７月13

日生 

1982年４月 小西六写真工業株式会社
(現 コニカミノルタ株式
会社)入社 

1999年４月 コニカビジネスマシン株
式会社(現 コニカミノル
タジャパン株式会社)オン
デマンドイメージング事
業部長 

2009年10月 コダック株式会社(現 コ
ダック合同会社)常務取締
役マーケティング＆ビジ
ネス開発本部長 

2013年４月 一般社団法人PODi設立代
表理事(現任) 

2016年６月 共立印刷株式会社取締役
（現任） 

 

(注)
３ 

（1）― 
（2）― 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

(1)所有す
る共立印刷
の株式数
(千株） 
(2)割り当
てられる当
社の株式数
（千株） 

常勤 
監査役 

川尻 建三 1942年１月18日
生 

1964年４月 東京インキ株式会社入社 
1996年６月 同社取締役 
2000年６月 同社常務取締役 
2002年６月 同社専務取締役 
2010年10月 共立印刷株式会社仮監査

役（常勤監査役） 
2011年６月 同社常勤監査役（現任） 

 

(注)
４ 

（1）12 
（2）12 

監査役 窪川 秀一 1953年２月20日
生 

1976年11月 監査法人中央会計事務所
入所 

1980年８月 公認会計士登録 
1986年７月 窪川公認会計士事務所

(現 四谷パートナーズ会
計事務所)開業(現 代表
パートナー) 

2005年６月 共立印刷株式会社監査役
(現任) 

［重要な兼職の状況］ 
四谷パートナーズ会計事務所代表パー

トナー 
 

(注)
４ 

（1）― 
（2）― 

監査役 中村 惠一郎 
1948年２月９日

生 

1970年４月 富山化学工業株式会社入
社 

1975年４月 株式会社フジケイ設立代
表取締役社長 

1987年11月 株式会社ケイワ薬局設立
代表取締役社長 

2016年６月 共立印刷株式会社監査役

（現任） 
 

(注)
４ 

（1）― 
（2）― 

計 
（1）3,477 
（2）3,477 

  （注) １．取締役藤本三千夫及び亀井雅彦は、社外取締役であります。 
 ２．常勤監査役川尻建三、監査役窪川秀一及び中村惠一郎は、社外監査役であります。 
  ３．取締役の任期は、定款において選任後１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する
定時株主総会終結の時までと定める予定であります。 

 ４．監査役の任期は、定款において選任後４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する
定時株主総会終結の時までと定める予定であります。 

  ５．当社は、法定に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株
式数 

 (千株) 

北沢 豪 1955年６月11日生 

1982年４月 
1989年11月 
2011年12月 

 

弁護士登録(第一東京弁護士会) 
阿部・田中・北沢法律事務所パート
ナー 
木挽町総合法律事務所パートナー 
(現在に至る) 

(注) ― 

(注) 補欠監査役の任期は、定款において就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までと
定める予定であります。 

 
② 社外役員の状況 
 (イ)社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。 

 
(ロ)当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は、東京証

券取引所が定める独立性基準に準拠しており、その選任にあたりましては、客観的・中立的立場か
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ら、専門的知識及び経営に携わった経験・見解に基づく監査といった機能及び役割が期待でき、一
般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としております。 

 
(ハ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社

の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。 

社外取締役 
氏名 

人的関係、資本的関係又は取引関係 
その他の利害関係 

企業統治において果たす機能及び役割 

藤本 三千夫 
人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係はありません。 

紙専門商社の役員としての経験を活かしていた
だくことができるものと判断しております。 

亀井 雅彦 
人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係はありません。 

製造会社の役員としての経験を活かしていただ
くことができるものと判断しております。 

 
(ニ)社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社

の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。 

社外取締役 
氏名 

人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係 

企業統治において果たす機能及び役割 

川尻 建三 
人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係はありません。 

製造業の役員としての経験に基づく経営の監査
及びチェック機能を活かしていただくことがで
きるものと判断しております。 

窪川 秀一 
人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係はありません。 

公認会計士及び税理士としての経験に基づく財
務及び会計に関する相当程度の知識に基づく経
営の監査及びチェック機能を活かしていただく
ことができるものと判断しております。 

中村 惠一郎 
人的関係、資本的関係又は取引関係
その他の利害関係はありません。 

企業経営者としての経験に基づく経営の監査及
びチェック機能を活かしていただくことができ
るものと判断しております。 

 
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並

びに内部統制部門との関係 
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制委員会の報

告を受け、適宜意見を述べることにより、監督機能を果たす予定であります。また、社外監査役と内部
監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(３)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり
であります。 

 
(3) 【監査の状況】 
① 監査等委員会監査又は監査役監査の状況 
 当社における監査役監査は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で構成される予定であり、その全て
が社外監査役であります。常勤社外監査役川尻建三氏は、製造業の役員としての経験に基づいた、経営
の監督及びチェック機能を有しております。社外監査役窪川秀一氏は、公認会計士及び税理士の資格を
有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役中村惠一郎氏
は、企業経営者としての豊富な経験から、経営を監督する見識を有しております。 
 監査役監査につきましては、監査役会より予め代表取締役社長に対し書面による年間監査計画を提出
した上で実施し、結果につきましては監査役会に報告するとともに代表取締役社長にも報告する予定で
す。なお、監査役会事務局として管理本部人事総務部が監査役会の業務を補助し、必要に応じ内部監査
室が支援する予定です。 
 監査役会における主な検討事項として、監査の方針、各監査役の職務の分担等を定め、常勤監査役か
ら監査の実施状況及び結果について報告を行うほか、取締役、使用人、内部監査室からその職務の執行
状況について報告を受け、説明を求めます。会計監査人が独立の立場を保持し、適切な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、職務の執行状況の報告を受け、説明を求めます。 
 また、常勤の監査役の活動として、監査役監査基準に準拠した監査計画に則り、職務執行の状況の確
認のため各拠点に赴き、責任者である使用人及び子会社の取締役等から報告を受け、決裁書類等を閲覧
し、業務及び財産の状況等について調査する予定であります。 

 
② 内部監査の状況 

当社は、内部監査については、現在未定です。当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月１
日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに本株式交換により当社の完全子
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会社となる共立印刷と同水準の内部監査及び監査役監査の実施体制を構築させていく予定です。 
 

③ 会計監査の状況 
    当社は、会計監査人を設置しておらず、会社法に基づく会計監査人による監査を行っておりませんが、

金融商品取引法に基づく監査について、三優監査法人と監査契約を締結しております。当社の監査業務
を執行した公認会計士は、同監査法人の増田 涼恵氏及び佐伯 洋介氏の２名であり、また監査業務に係
る補助者の構成については、公認会計士が１名、その他２名であります。 
 なお、当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月１日より東京証券取引所に上場する予定で
あり、これに伴い、同日までに定款変更により会計監査人を設置し、適切な公認会計士又は監査法人を
選任し、本株式交換により当社の完全子会社となる共立印刷と同水準の会計監査の実施体制を構築させ
ていく予定です。 

 
(イ)監査法人の名称 

三優監査法人 
 

(ロ)継続監査期間 
２年 
 

(ハ)業務を執行した公認会計士 
指定社員 業務執行社員 増田 涼恵 
指定社員 業務執行社員 佐伯 洋介 
 

(ニ)監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士１名、その他２名 

 
(ホ)監査法人の選定方針と理由 

 当社は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等
を総合的に判断し、当社の会計監査を適正かつ妥当に遂行できる監査法人を選定することを方針
としております。 

 
(へ)監査役及び監査役会による監査法人の評価 

該当事項はありません。 
 

④ 監査報酬の内容等 
イ．監査公認会計士等に対する報酬 

 

区分 
最近事業年度の前事業年度  最近事業年度  

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

上場申請会社 ― ― 330 ― 

共立印刷 29,746 ― 30,254 ― 

計 29,746 ― 30,584 ― 

 
ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 

    該当事項はありません。 
 

ハ．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 
    該当事項はありません。 
 

ニ．監査報酬の決定方針 
共立印刷において、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況
を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討することを方針としております。当社は、共立印刷の監査
報酬額をもとに、監査時間及び監査計画と実績の状況を確認し、監査報酬額の見積りの妥当性を検討
することを方針としております。 

 
ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

共立印刷において、監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監
査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、これを妥当であると判断し、
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会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。当社は、監査役会が存在
しないため、該当事項はありません。 

 
(4) 【役員の報酬等】 
 当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日）においては、取締役に対して支払った報酬
等はありません。なお、取締役の報酬限度額は、2022年６月29日の臨時株主総会において年額500,000千
円、また監査役の報酬限度額は、同臨時株主総会において年額100,000千円と承認決議されております。 
 また当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月１日より東京証券取引所に上場する予定であり、
これに伴い、同日までに本株式交換により当社の完全子会社となる共立印刷と同水準の以下の内容の役員
の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項を定める予定です。 
・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という）を2021年2月22日の
共立印刷の取締役会において定めた内容と同等とし、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針とします。 
 業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成されており、報酬等の
割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業績に属する企業の報酬水準を踏まえて取締
役会で決議し、代表取締役会長が報酬等の種類ごとの比率の目安を基に決定することとします。なお、報
酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝4：2：1とします。 
 取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社
業績、従業員給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、業績その他の理
由により、必要に応じて取締役会の決議に基づき減額の措置を取るものとします。 
 監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみとし、監査役
の協議によって決定するものとします。 
 当社取締役の報酬限度額は、2001年6月27日開催の共立印刷の株主総会において年額500,000千円と決議
した内容と同等とし、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７名です。また、株式報酬については、
2014年6月27日開催の共立印刷の株主総会において、新株予約権の上限を2,500個以内（社外取締役は付与
対象外）と決議した内容と同等とし、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名です。 
 監査役の報酬限度額は、2001年6月27日開催の共立印刷の株主総会において年額100,000千円と決議した
内容と同等とし、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。 
 当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長野田勝憲が取締役の個人別の報酬等の具体的内容
を決定するものとします。権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役担当事業の評
価を行うには、長年にわたり経営を担っている代表取締役会長が最も適しているからであります。その権
限内容は、取締役の個人別の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた評価配分とするも
のとします。当該権限は各取締役の自己評価、全役員による取締役会の実効性に関するアンケート結果、
業績及び個々の業務執行状況を基に決定することから、取締役会はその内容が当該各方針の内容に従うも
のと判断しております。 
 業績連動報酬等については、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持
続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を導入するものとします。業績連動報酬は金銭による
報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて支給するものとします。連結
営業利益の目標値及び業績連動報酬等の算出方法は各事業年度の利益計画策定に取締役会で決議するも
のとします。 
 非金銭報酬等については、取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的
な企業価値向上を図るため株式報酬型ストックオプションを交付するものとします。社内規定で定めた割
当株式数の限度内で、業績及び市況等を判断基準とし、割り当ての可否を含め割当株式数を決議のうえ、
毎年一定の時期に割り当てるものとします。 

 
(5) 【株式の保有状況】 

    2022年３月31日現在の当社の株式の保有状況は、以下のとおりであります。 
①   投資株式の区分の基準及び考え方 
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを
目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に区分しております。 

② 保有目的が純投資目的である投資株式 

区分 

当事業年度 前事業年度 

銘柄数 
 （銘柄） 

貸借対照表計 
 上額の合計額 

 （千円） 

銘柄数 
 （銘柄） 

貸借対照表計 
 上額の合計額 

 （千円） 

非上場株式 1 500 － － 

非上場株式以外の株
式 

1 412,358 1 400,904 
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区分 

当事業年度 

受取配当金の 
 合計額（千円） 

売却損益の 
 合計額（千円） 

評価損益の 
 合計額（千円） 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株
式 

5,729 － － 

 
  当社の完全子会社となる共立印刷の2022年３月31日時点における株式の保有状況は、以下のとおりであ
ります。 
 ① 投資株式の区分の基準及び考え方 
  当社の完全子会社となる共立印刷は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受
領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を
純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。 

 
 ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 
イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等におけ
る検証の内容 
 当社の完全子会社となる共立印刷は、取引先との安定的で長期的な取引関係の維持・強化の観点か

ら、当社の完全子会社となる共立印刷の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に株式の政
策保有を行う方針であります。 

  当社の完全子会社となる共立印刷は、保有する全ての政策保有株式について、業績及び株価、配当等
の状況を日々監視し、株式市場の低迷による減損リスクを回避しています。その分析をもとに、取締役
会は、毎年個別の政策保有株式の保有意義について、将来の見通しを総合的に判断した上で、適宜選定
し、保有意義の薄れた銘柄については、売却し、縮減することにより、中長期的な経済的合理性を維持
します。 

 
ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
 合計額（千円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株
式 

19 1,186,913 

 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄） 

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取
得価額の合計額（千円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 － －  

非上場株式以外の株
式 

６ 10,199 
取引関係維持・発展を目的に購入し
た為 

 
（当事業年度において株式数が減少した銘柄） 
該当事項はありません。 

ハ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社
の株
式の
保有
の有
無 

株式数（株） 株式数（株） 

 貸借対照表 
計上額  

（千円）  

 貸借対照表 
計上額  

（千円）  

㈱プロトコーポレーシ
ョン 

 480,000  480,000 
取引関係維持・発展の為。 有 

 496,320  562,080 

㈱ベルーナ 
 307,440  299,792 取引関係維持・発展の為。 

また、取引先の持株会を通じた株
式取得の為。 

有 
 223,202  389,129 

東京インキ㈱ 
 42,210  42,210 

取引関係維持・発展の為。  有 
 96,069  91,131 
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㈱セブン＆アイ・ホール
ディングス 

 15,043  14,985 取引関係維持・発展の為。 
また、取引先の持株会を通じた株
式取得の為。 

無 
 87,450  66,876 

王子ホールディングス
㈱ 

 67,000  67,000 
取引関係維持・発展の為。 有 

 40,669  47,972 

凸版印刷㈱ 
 17,442  16,548 取引関係維持・発展の為。 

また、取引先の持株会を通じた株
式取得の為。  

有 
 37,780  30,945 

大王製紙㈱ 
* 20,000 * 20,000 

取引関係維持・発展の為。  無 
* 31,660 * 37,980 

エレコム㈱ 
* 20,000 * 20,000 

取引関係維持・発展の為。 無 
* 29,440 * 49,120 

㈱昭文社ホールディン
グス 

* 59,000 * 59,000 
取引関係維持・発展の為。 無 

* 25,311 * 28,261 

㈱ケーズホールディン
グス 

* 20,000 * 20,000 
取引関係維持・発展の為。 無 

* 25,260 * 30,420 

ソフトバンクグループ
㈱ 

* 4,128 * 4,128 
取引関係維持・発展の為。 有 

* 22,947 * 38,514 

ソフトバンク㈱ 
* 14,380 * 14,380 

取引関係維持・発展の為。 有 
* 14,280 * 16,575 

㈱ＳＣＲＥＥＮホール
ディングス 

* 1,082 * 1,204 取引関係維持・発展の為。  
また、取引先の持株会を通じた株
式取得の為。  

無 
* 13,380 * 9,977 

日本製紙㈱ 
* 12,500 * 12,500 

取引関係維持・発展の為。  無 
* 12,987 * 16,575 

㈱スクロール 
* 14,306 * 13,303 取引関係維持・発展の為。 

また、取引先の持株会を通じた株
式取得の為。 

有 
* 11,917 * 14,460 

日本紙パルプ商事㈱ 
* 2,800 * 2,800 

取引関係維持・発展の為。 有 
* 10,864 * 10,220 

㈱共同紙販ホールディ
ングス 

* 912 * 882 取引関係維持・発展の為。 
また、取引先の持株会を通じた株
式取得の為。  

有 
* 4,274 * 4,164 

㈱小森コーポレーショ
ン 

* 2,713 * 2,713 
取引関係維持・発展の為。  有 

* 1,972 * 2,034 

ＮＩＳＳＨＡ㈱ 
* 2,713 * 775 

取引関係維持・発展の為。  無 
* 1,126 * 1,061 

 (注)１．定量的な保有効果については記載が困難であります。当社の完全子会社となる共立印刷は、毎
期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。当事業年度において保
有している政策保有株式は、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを、取締役会
において確認しております。  

   ２．「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式
の上位19銘柄について記載していることを示しております。 
 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式 

区分 

当事業年度 前事業年度 

銘柄数 
 （銘柄） 

貸借対照表計 
 上額の合計額 

 （千円） 

銘柄数 
 （銘柄） 

貸借対照表計 
 上額の合計額 
 （千円） 

非上場株式 ５ 236,881 ５ 27,680 

非上場株式以外の株式 １ 702 １ 788 
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区分 

当事業年度 

受取配当金の 
 合計額（千円） 

売却損益の 
 合計額（千円） 

評価損益の 
 合計額（千円） 

非上場株式 2,000 － － 

非上場株式以外の株式 32 － － 
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第５【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。

以下、「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（2020年４月１日から2021年３

月31日まで）及び当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表について、三優監査法

人により監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表について 

  当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

 

４ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セ

ミナーに参加しております。 
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１ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(2021年３月31日) 

当事業年度 
(2022年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 220,543 232,087 

  未収法人税等 21,488 5,508 

  短期貸付金 22,862 22,862 

  流動資産合計 264,895 260,458 

 固定資産   

  有形固定資産   

   車両運搬具（純額） 2,816 2,816 

   有形固定資産合計 2,816 2,816 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 400,904 412,858 

   出資金 10 10 

   投資その他の資産合計 400,914 412,868 

  固定資産合計 403,730 415,685 

 資産合計 668,625 676,144 

負債の部   

 流動負債   

  未払法人税等 35 86 

  未払消費税等 2,261 ― 

  流動負債合計 2,296 86 

 固定負債   

  繰延税金負債 126,293 130,218 

  固定負債合計 126,293 130,218 

 負債合計 128,589 130,304 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,000 3,000 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金 1,025,454 1,023,728 

    繰越利益剰余金 1,025,454 1,023,728 

   利益剰余金合計 1,025,454 1,023,728 

  自己株式 △727,134 △727,134 

  株主資本合計 301,320 299,594 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 238,715 246,244 

  評価・換算差額等合計 238,715 246,244 

 純資産合計 540,036 545,839 

負債純資産合計 668,625 676,144 
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② 【損益計算書】 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当事業年度 
(自 2021年４月１日 
 至 2022年３月31日) 

売上高 ― ― 

売上原価 ― ― 

売上総利益 ― ― 

販売費及び一般管理費 ※1 18,615 ※1 7,280 

営業損失（△） △18,615 △7,280 

営業外収益   

 受取利息及び受取配当金 10,024 5,729 

 その他 3 104 

 営業外収益合計 10,028 5,834 

経常損失（△） △8,586 △1,445 

特別損失   

 固定資産売却損 ※2 2,862 ― 

 特別損失合計 2,862 ― 

税引前当期純損失（△） △11,448 △1,445 

法人税、住民税及び事業税 35 280 

法人税等還付税額 △4,790 ― 

法人税等合計 △4,755 280 

当期純損失（△） △6,693 △1,726 
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

 (単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余
金 利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 3,000 1,032,148 1,032,148 △727,134 308,013 

当期変動額      

当期純損失（△）  △6,693 △6,693  △6,693 

株主資本以外の
項目 
の 当 期 変 動 額
（純額） 

    ― 

当期変動額合計 ― △6,693 △6,693 ― △6,693 

当期末残高 3,000 1,025,454 1,025,454 △727,134 301,320 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

当期首残高 263,062 263,062 571,076 

当期変動額    

当期純損失（△）   △6,693 

株主資本以外の
項目 
の 当 期 変 動 額
（純額） 

△24,346 △24,346 △24,346 

当期変動額合計 △24,346 △24,346 △31,039 

当期末残高 238,715 238,715 540,036 
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当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 

 (単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余
金 利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 3,000 1,025,454 1,025,454 △727,134 301,320 

当期変動額      

当期純損失（△）  △1,726 △1,726  △1,726 

株主資本以外の
項目 
の 当 期 変 動 額
（純額） 

     

当期変動額合計 ― △1,726 △1,726 ― △1,726 

当期末残高 3,000 1,023,728 1,023,728 △727,134 299,594 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

当期首残高 238,715 238,715 540,036 

当期変動額    

当期純損失（△）   △1,726 

株主資本以外の
項目 
の 当 期 変 動 額
（純額） 

7,528 7,528 7,528 

当期変動額合計 7,528 7,528 5,802 

当期末残高 246,244 246,244 545,839 
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当事業年度 
(自 2021年４月１日 
 至 2022年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △11,448 △1,445 

 減価償却費 1,406 ― 

 受取利息及び受取配当金 △10,024 △5,729 

 固定資産売却損益（△は益） 2,862 ― 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,261 △2,261 

 前払費用の増減額（△は増加） 110 ― 

 小計 △14,833 △9,436 

 利息及び配当金の受取額 10,024 5,729 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,298 15,750 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △21,107 12,043 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の売却による収入 49,861 ― 

 貸付金の貸付による支出 △7,696 ― 

 投資有価証券の取得による支出 ― △500 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 42,164 △500 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,056 11,543 

現金及び現金同等物の期首残高 199,487 220,543 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 220,543 ※ 232,087 
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【注記事項】 
(重要な会計方針) 

 前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 
  １．有価証券の評価基準及び評価方法 
    その他有価証券 
     市場価格のない株式等以外のもの 
      時価法 
     （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

  市場価格のない株式等 
      移動平均法に基づく原価法 
 
  ２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 
    有形固定資産 
     定率法を採用しております。 
 
  ３．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
    手元資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
 
 当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 
   １．有価証券の評価基準及び評価方法 
    その他有価証券 
     市場価格のない株式等以外のもの 
      時価法 
      （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

  市場価格のない株式等 
      移動平均法に基づく原価法 
 
  ２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 
    有形固定資産 
     定率法を採用しております。 
 
  ３．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
    手元資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
 
(会計方針の変更) 

 当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）  
  （時価の算定に関する会計基準等の適用） 
   「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、貸借対照表及び
損益計算書に与える影響はありません。 

    また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うこととしました。 

 
(貸借対照表関係) 

前事業年度（2021年３月31日） 

有形固定資産 
 車両運搬具 

減価償却累計額（千円） 

2,812 

 
 当事業年度（2022年３月31日） 

有形固定資産 
 車両運搬具 

減価償却累計額（千円） 

2,812 
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(損益計算書関係) 
※1 前事業年度、当事業年度ともに、一般管理費に属する費用の割合がおおよそ100％であります。販売費及

び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自  2020年４月１日 
 至  2021年３月31日) 

当事業年度 
(自  2021年４月１日 
 至  2022年３月31日) 

交際費 6,333千円 4,527千円 

支払報酬 9,532  1,640   

減価償却費 1,406  － 

 
※２ 固定資産売却損   

 
前事業年度 

(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

当事業年度 
(自  2021年４月１日 
至  2022年３月31日) 

建物 2,862千円 － 

計 2,862千円 － 

 
(株主資本変動計算書関係) 

 前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

普通株式 1 － － 1 

Ａ種類株式 59,999 － － 59,999 

 
  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

Ａ種類株式 21,730 － － 21,730 

 
  ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
  ４．配当に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
 当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

普通株式 1 － － 1 

Ａ種類株式 59,999 － － 59,999 

 
  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 
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Ａ種類株式 21,730 － － 21,730 

 
  ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
  ４．配当に関する事項 
    該当事項はありません。 
 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前事業年度 

(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

当事業年度 
(自  2021年４月１日 
至  2022年３月31日) 

現金及び預金 220,543千円 232,087千円 

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

― ― 

現金及び現金同等物 220,543千円 232,087千円 

 
(金融商品関係) 

前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 

（１）   金融商品に対する取組方針 
当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等

の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合
の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。 

（２）   金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 
 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式で
あり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 

 
２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1)短期貸付金 22,862 22,862 － 

(2)未収法人税等 21,488 21,488 － 

(3)投資有価証券 400,904 400,904 － 

  資産計 445,255 445,255 － 

  （注）１ 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 
３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算出した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 400,904 － － 400,904 

資産計 400,904 － － 400,904 
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（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

短期貸付金 － 22,862 － 22,862 

未収法人税等 － 21,488 － 21,488 

資産計 － 44,351 － 44,351 

    ※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
    （注）１ 投資有価証券 
          上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、

その時価をレベル１に分類しています。 
    （注）２ 短期貸付金・未収法人税等 
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっており、時価をレベル２に分類しております。 
 

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 1年以内 
（千円） 

1年超5年以内 
（千円） 

5年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

短期貸付金 
未収法人税等 

22,862 
21,488 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

   合計 44,351 － － － 

 
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 
当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等

の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合
の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。 

（2）金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 
 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、そのほとんどが
上場株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 

 
２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1)短期貸付金 22,862 22,862 － 

(2)未収法人税等 5,508 5,508 － 

(3)投資有価証券 412,358 412,358 － 

  資産計 440,729 440,729 － 

 （注）１ 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 （注）２  市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。 

区分 当事業年度（千円） 

非上場株式 500 

 
３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算出した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
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（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 412,358 － － 412,358 

資産計 412,358 － － 412,358 

 
（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

短期貸付金 － 22,862 － 22,862 

未収法人税等 － 5,508 － 5,508 

資産計 － 28,371 － 28,371 

   ※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
   （注）１ 投資有価証券 
         上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、

その時価をレベル１に分類しています。 
   （注）２ 短期貸付金・未収法人税等 
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっており、時価をレベル２に分類しております。 
 

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 1年以内 
（千円） 

1年超5年以内 
（千円） 

5年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

短期貸付金 
未収入金 

22,862 
5,508 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

   合計 28,371 － － － 

 
(有価証券関係) 
その他有価証券 

前事業年度(2021年３月31日) 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 
取得原価 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

   

株式 400,904 35,894 365,009 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 400,904 35,894 365,009 

 
当事業年度(2022年３月31日) 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 
取得原価 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

   

株式 412,358 35,894 376,463 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 412,358 35,894 376,463 
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(税効果会計関係) 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

 (2021年３月31日) 
当事業年度 

 (2022年３月31日) 

繰延税金負債   

   その他有価証券評価差額金 △126,293千円 △130,218千円 

繰延税金負債合計 △126,293千円 △130,218千円 

繰延税金負債純額 △126,293千円 △130,218千円 

 
 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
  税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 

 
 
(セグメント情報等) 
【セグメント情報】 
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。 
 

当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 
当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。 

 
【関連情報】 

  前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 
1.   製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 
 
２．地域ごとの情報 

     (1)売上高 
     売上高がないため、該当事項はありません。 

     (2)有形固定資産   
     本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 
外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

１． 製品及びサービスごとの情報 
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
２．地域ごとの情報 

    (1)売上高 
     売上高がないため、該当事項はありません。 
    (2)有形固定資産   
     本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 
外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
 
 
 

【関連当事者情報】 
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 
１．関連当事者との取引 

上場申請会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 
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種類 

会社
等の
名称
又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権
等の所
有(被所
有)割合

(%) 

取引の 
内容 

取引 
金額 

(千円) 
科目 

期末 
残高 

(千円) 

役 員
及 び
そ の
近 親
者 

野田 
勝憲 

－ － 
当社代表 
取締役 

100 
金銭消
費貸借 

7,696 
短期 

貸付金 
22,862 

   （注）取引条件及び取引条件の決定方針 
      本金銭消費貸借取引の条件に関しましては、貸付期間1年、利息は無利息としております。 
 
   ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 
     該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 
１．関連当事者との取引 

上場申請会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

種類 

会社
等の
名称
又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権
等の所
有(被所
有)割合

(%) 

取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 
(千円) 

役員及
びその
近親者 

野田 
勝憲 

－ － 
当社代表 
取締役 

100 
金銭消
費貸借 

－ 
短期 

貸付金 
22,862 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針 
      本金銭消費貸借取引の条件に関しましては、貸付期間1年、利息は無利息としております。 
 
   ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 該当事項はありません。 
 

(１株当たり情報) 
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

 
 

前事業年度 
（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 

1株当たり純資産額 14,111.22円 

1株当たり当期純損失金額（△） △174.90円 
 （注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式がないため記載しておりません。  
    ２．1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 
 前事業年度 

（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 

当期純損失金額（△）（千円） △6,693 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円） △6,693 

期中平均株式数（株） 38,270 

  （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 
    ３．１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 
（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 540,036 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 

普通株式に係る期末の純資産の額（千円） 540,036 

１株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株） 

38,270 
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  （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 

当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

 
 

当事業年度 
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） 

1株当たり純資産額 14,262.84円 

1株当たり当期純損失金額（△） △45.10円 

 （注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、
潜在株式がないため記載しておりません。  

    ２．1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 

 当事業年度 
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） 

当期純損失金額（△）（千円） △1,726 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円） △1,726 

期中平均株式数（株） 38,270 

 （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 
    ３．１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当事業年度 
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 545,839 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 

普通株式に係る期末の純資産の額（千円） 545,839 

１株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株） 

38,270 

  （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 

(重要な後発事象) 
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 
該当事項はありません。 

 
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 
株式交換による持株会社体制への移行 

    当社の2022年５月13日開催の取締役の過半数の決定において、2022年10月１日を効力発生日として、
当社を株式交換完全親会社、共立印刷株式会社（以下、「共立印刷」とする。）を株式交換完全子会社と
する株式交換を実施し、持株会社体制に移行することを決議し、同日において、共立印刷との間で株式
交換契約を締結いたしました。 
 なお、本株式交換は、2022年6月29日に開催の当社臨時株主総会での承認及び同日開催の共立印刷の定
時株主総会での承認を前提としており、本株式交換の実施により共立印刷は上場廃止となりますが、共
立印刷の株主の皆様に新たに交付される当社株式につきましては、当社がテクニカル上場を申請し、2022
年10月１日に上場することを予定しておりますので、実質的に株式の上場を維持する方針であります。 

 
  １．持株会社体制への移行の背景及び目的 
    当社の完全子会社になる予定の共立印刷は、非常に厳しい環境のなかで、既存印刷事業の構造改革を

進めコスト削減に努めるとともに、環境に特化したＭ＆Ａや既存デジタル媒体の強化により事業領域の
拡大に取り組むことで、収益拡大や企業価値向上に取り組んでおりますが、そのためには持株会社体制
へ移行することで、事業領域拡大やＥＳＧへの取り組みをグループ全体で明確化させ、長期的な社会貢
献と持続可能な強い事業体構築が必要であるとの観点から持株会社体制への移行を決定いたしました。 

    また、当社は共立印刷創業家の資産管理会社であり、持株会社体制への移行の手段として当社を株式
交換完全親会社とする株式交換を利用する場合、創業家各人による持株会社株式の直接保有となるため、
持株会社の株主構成の透明性が向上し、当社のガバナンスに対する株主の皆様の理解がより一層深まる
ものと考えております。 

 
  ２．株式交換の要旨 

（１）本株式交換の効力発生日 2022年10月１日（予定） 
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（２）本株式交換の方式 
   当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、

当社については、2022年６月29日に開催の臨時株主総会の決議により、共立印刷については、2022
年６月29日に開催の定時株主総会の決議により、それぞれ本株式交換契約の承認を受けた上で行う
予定です。 

 
（３）本株式交換に係る割当ての内容 

 
株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 
（株式交換完全親会社） 

共立印刷株式会社 
（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る 
割当比率 

１ １ 

本株式交換により 
交付する新株式数 

普通株式：46,156,400株（予定） 

（注）１．当社における発行済株式数の変更 
当社は、2022年６月29日を効力発生日として、普通株式１株を74.8株の割合にて分割する

株式分割及び2022年７月１日を払込日とする第三者割当増資による新株式1,004株の発行を
行い、発行済株式数が38,270株から2,863,600株となっております。上記の株式交換比率（以
下「本株式交換比率」といいます。）は当該株式分割及び第三者割当増資実施後の当社の発行
済株式数（2,863,600株）を前提とするものです。 

なお、当社の2022年３月31日時点の発行済株式総数は60,000株ですが、2022年５月13日開
催の当社取締役の過半の決定により、Ａ種類株式の自己株式21,730株を消却し、Ａ種類株式
を廃止したことで、2022年５月13日時点の当社の発行済株式数は普通株式38,270株となって
おります。 

２．株式の割当比率 
共立印刷株式１株に対して、当社普通株式１株を割当て交付いたします。ただし、当社が

保有する共立印刷株式2,863,600株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。 
３．本株式交換により交付する当社の株式数等 

当社は、本株式交換により、当社が共立印刷の発行済株式（但し、当社が保有する共立印
刷株式を除きます。）の全部を取得する時点の直前時における共立印刷の株主の皆様（但し、
当社を除きます。）に対し、その保有する共立印刷株式に代えて、当社普通株式46,156,400 株
を割当て交付する予定です。なお、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなさ
れる直前の時点（本株式交換に関して行使される会社法第785条第１項に定める反対株主の買
取請求があった場合には、この買取りの効力発生後であって、かつ、本株式交換に係る当社
普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点をいい、以下「基準時」といいます。）にお
いて保有する共立印刷株式に対して、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付され
ることになります。また、2022年５月13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の
決定に関するお知らせ」の通り、2022年５月16日から2022年９月22日までを取得期間とし、
自己株式の取得を行う予定であり、新たに取得した共立印刷株式に対しても、本株式交換比
率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。 

４．単元未満株式の取り扱い 
本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（当社は、本株式交換の効力発生日までに、単元

株制度を採用し、当社普通株式の単元株式数は、共立印刷と同じ100株とする予定です。）を
保有することとなる共立印刷の株主の皆様につきましては、会社法第192条第１項の規定に基
づき、当社に対し、その保有する単元未満株式の買い取りを請求することができます。 
 

（４）本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
   本株式交換に際し、共立印刷が発行している各新株予約権（共立印刷株式会社2014年新株予約権、

共立印刷株式会社2015年新株予約権、共立印刷株式会社2016年新株予約権、共立印刷株式会社2017
年新株予約権、共立印刷株式会社2018年新株予約権、共立印刷株式会社2019年新株予約権）につい
ては、基準時における各新株予約権者に対し、その保有する各新株予約権に代わり、各新株予約権
の目的である株式の数を本株式交換比率に応じて調整した当社の新株予約権を、同数の割合をもっ
て割当て交付します。新株予約権社債については、共立印刷は新株予約権付社債を発行していない
ため、該当事項はありません。  

 
  ３．本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

（１）割当ての内容の根拠及び理由 
   上記２．（３）「本株式交換に係る割当ての内容」に記載の株式交換比率（以下「本株式交換比率」
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といいます。）については、その公正性・妥当性を確保するため、当社及び共立印刷から独立した第
三者算定機関である山田コンサルティンググループ株式会社（以下「山田コンサルティンググルー
プ」といいます。）に、両社の協議において参考とすべき株式交換比率の算定を依頼し、株式交換比
率算定書を受領いたしました。 

   株式交換比率算定書では、当社が、本株式交換の効力発生日である2022年10月１日までに会社分
割等が行われるとの前提のもと、共立印刷株式の保有及び売買のみを事業内容とする非上場会社で
あり、かつ2022年10月１日時点において当社は共立印刷株式の他に財政状態に重大な影響を与えう
る資産及び負債を有しない見込みであること、本株式交換後に当社が保有する共立印刷株式につい
ては売却する予定がないことから、当社普通株式の価値は、同社の保有する共立印刷株式価値とほ
ぼ等しく、共立印刷株式の価値に連動すると記載されております。また、同算定書では、上記２．
（３）注1「当社における発行済株式数の変更」に記載のとおり、当社の発行済株式数は、当社が保
有する共立印刷株式数（2,863,600株）と同数の2,863,600株となる予定であり、上記のような一定
の前提を条件として、当社の１株当たり株式価値は共立印刷株式１株当たりの株式価値と等しく評
価されると考えられると記載されております。 

 
（２）算定に関する事項 

①算定機関の名称及び両者との関係 
第三者算定機関である山田コンサルティンググループは、当社及び共立印刷からは独立した算定

機関であり、当社及び共立印刷の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な
利害関係を有しません。 

 
②算定の概要 
共立印刷は、本株式交換契約の締結にあたり、上記の株式交換比率算定書を参考とした他、共立

印刷の一般株主保護及び株主平等の観点その他株式交換比率に関する詳細について、重大な影響を
及ぼす事象がないことを確認することを目的として、山田コンサルティンググループに対し、当社
に対するデュー・デリジェンス（以下「本デュー・デリジェンス」といいます。）を委託し、実施し
ております。 
本デュー・デリジェンスにおいて、本株式交換の効力発生日までに当社にて会社分割等を実施す

ることを前提としており、当該会社分割等が実施された場合、効力発生日において当社の保有する
重大な資産は共立印刷株式のみとなり、これ以外に本株式交換比率の前提に重大な影響を与えうる
資産または負債は存在しない見込みであること、及び効力発生日において本株式交換契約を除き当
社の事業・経営・財政状態に重大な影響を与えうる契約または取引関係（関連当事者取引を含みま
すが、これに限られません。）は存在しない見込みであることを確認しております。 
共立印刷は、かかるプロセスを踏まえ、当社と慎重に交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率

は妥当であり、当社の株主の利益を損なうものではないと判断し、共立印刷は、2022年５月13日開
催の取締役会において、本株式交換比率に基づく本株式交換契約の締結を決議し、当社は、2022年
５月13日、取締役の過半数により本株式交換比率に基づく本株式交換契約を決定し、同日両者間に
て本株式交換契約を締結いたしました。 

 
（３）上場廃止となる見込み及びその事由 
   本株式交換により、その効力発生日（2022年10月１日を予定）をもって、共立印刷は当社の完全

子会社となり、共立印刷株式は2022年９月29日付で上場廃止（最終売買日は2022年９月28日）とな
る予定です。上場廃止後は、共立印刷株式を株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と
いいます。）において取引することができなくなります。しかしながら、当社は、共立印刷との本株
式交換により、東京証券取引所への新規上場申請手続を行い、当社普通株式は、いわゆるテクニカ
ル上場（東京証券取引所有価証券上場規程第２条第73号、第208条）により、本株式交換の効力発生
日である2022年10月１日に東京証券取引所に上場する予定です。共立印刷株式が上場廃止となった
後も、本株式交換により共立印刷株主の皆様に割当て交付される当社普通株式は東京証券取引所に
上場される予定であることから、本株式交換の効力発生日以後も金融商品取引所市場での取引が可
能であり、共立印刷の株主の皆様に対しては引き続き株式の流動性を提供できるものと考えており
ます。 

 
  ４．本株式交換の当事会社の概要（2022年３月31日現在） 

 
株式交換完全親会社 株式交換完全子会社 



104 
 

 名称 
株式会社ウエル 

（現株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ） 
共立印刷株式会社 

 事業内容 有価証券の保有及び売買 総合印刷業 

 
  ５．会計処理の概要 
   本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得の会計処理を適用する見込みです。本株式

交換により発生するのれん（または負ののれん）の金額に関しては、現段階では未定です。  
 

 
自己株式の消却 

    当社は、当社が保有する自己株式について利用目的がないため、2022年５月13日の当社取締役の過半
数の決定により、会社法第178条の規定に基づき、同日付で自己株式を消却することを決定しております。 

 １．消却する株式の種類  当社Ａ種類株式 
 ２．消却の方法：その他資本剰余金の減額 
 ３．消却する株式の総数：21,730株（消却前の発行済株式総数に対する割合36.22％） 
 ４．消却実施日：2022年５月13日 
  （ご参考） 
   消却後の発行済株式総数は、38,270株となります。 
 
株式分割 

    当社は、当社の発行済株式総数と当社が保有する共立印刷株式数とを同数とすることを目的に、2022
年６月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、2022年６月29日を効力発生日とする次の株式分割を行
う決定をしております。 

  １．株式分割の割合及び時期：2022年６月29日付をもって、普通株式1株につき74.8株の割合をもって分
割する。 

 ２．分割により増加する株式数 普通株式2,824,326株 
 ３．１株当たり情報に及ぼす影響 

     前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値
はそれぞれ次の通りであります。 

 前事業年度 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

当事業年度 
(自  2021年４月１日 
至  2022年３月31日) 

１株当たり純資産額 188.65 190.68 

１株当たり当期純損失（△） △2.34 △0.60 

 
新株発行 

    当社は、上記株式分割後の当社の発行済株式総数と当社が保有する共立印刷株式数とを同数とするこ
とを目的に、2022年６月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、以下の内容にて新株発行を行う決定
をしております。 

 １．募集等の方法：第三者割当増資 
 ２．発行新株式数：普通株式 1,004株 
 ３．発行価額  ：１株につき、金129円 

     発行価額は、当社取締役の過半による決定日（2022年５月13日）の前日（2022年５月12日）の共
立印刷株式会社の東京証券取引所における株価終値129円に基づいて決定しております 

 ４．発行価額の総額：129,516円 
 ５．資本組入額：１株につき金64.5円 
 ６．資本組入額の増額：64,758円 
 ７．資本準備金組入額：１株につき金64.5円 
 ８．資本準備金組入額の増額：64,758円 
 ９．割当先：野田 勝憲 
 10．払込期日：2022年７月１日 
 11．配当起算日：2022年４月１日 
 12．資金使途：運転資金 
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新設分割 
    当社は、当社が共立印刷株式の他には、重大な影響を与えうる資産及び負債を有しない財政状態とな

るよう資産及び負債の整理を目的に、2022年６月29日の臨時株主総会の承認をもって、以下の内容の新
設分割を行う決定をしております。 

 １．新設分割する会社の名称：株式会社野田 
 ２．本店所在地：東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号 
 ３．事業内容：有価証券の保有、投資、運用、売買及び管理 
 ４．資本金：3,000千円 
 ５．設立時代表取締役：野田 勝憲 
 ６．承継する資産及び負債の額：資産282,893千円、負債25,647千円 
 ７．効力発生日：2022年７月１日 
 ８．法的形式を含むその他取引の概要に関する事項： 

 当社を分割会社とし、新設会社に共立印刷株式以外の資産及び負債を承継させる新設分割（簡易
分割）方式です。 
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⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表表計上額 

（千円） 

投資有価証券 その他有価証券 
共立印刷株式会社 2,863,600 412,358 

株式会社暁NEXT 50 500 

計 2,863,650 412,858 

 

【有形固定資産等明細表】 

                                      (単位：千円) 

資産の種類 
当期首 

残高 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期末 

残高 

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額 

当期 

償却額 

差引当期末 

残高 

有形固定資産 

車両運搬具 

 

5,628 

 

－ 

 

－ 

 

5,628 

 

2,812 

 

－ 

 

2,816 

計 5,628 － － 5,628 2,812 － 2,816 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】 

①   資産の部 
イ．現金及び預金 

区分 金額（千円） 

預金 
 普通預金 

 
232,087 

合計 232,087 

 
ロ．貸付金 

区分 金額（千円） 

野田 勝憲 22,862 

合計 22,862 

 
②   負債の部 
イ．繰延税金負債 

繰延税金負債は130,218千円であり、その内容については「第５ 経理の状況」「１ 財務諸表等」
「（１） 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。 

 

(3) 【その他】 

共立印刷の最近２連結会計年度に係る連結財務諸表については、共立印刷の有価証券報告書（2022年６
月29日提出）をご参照下さい。 
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第６【上場申請会社の株式事務の概要】 

事業年度 ４月１日から翌年３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 普通株式 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 
３月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新株交付手数料 － 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 
 

(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 
 

  株主名簿管理人 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  取次所 ― 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 
電子公告により行う。但し電子公告によることができない事故その他やむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 
公告掲載ＵＲＬ：未定 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を
行使することができない旨を当社定款で定める予定です。 

①会社法第189条第２項各号に掲げる権利 
②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 
③株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第７【上場申請会社の参考情報】 

１【上場申請会社の親会社等の情報】 

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

２【その他の参考情報】 

当社は、本報告書提出日までに、以下の書類を提出しております。 

・【有価証券届出書（組織再編成・上場）及びその添付資料】 

 2022年６月10日 関東財務局長に提出 

・【訂正報告書（上記有価証券届出書（組織再編成・上場）の訂正届出書） 

 2022年７月１日 関東財務局長に提出 

・【訂正報告書（上記有価証券届出書（組織再編成・上場）の訂正届出書） 

 2022年８月10日 関東財務局長に提出 

 

３【組織再編成対象会社が提出した書類】 

① 【有価証券報告書及びその添付書類】 

    事業年度 第42期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 
     2022年６月29日関東財務局長に提出 

 

② 【四半期報告書又は半期報告書】 

事業年度 第43期 第１四半期(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) 
2022年８月10日関東財務局長に提出 

 

③ 【臨時報告書】 

①の有価証券報告書の提出後、本報告書提出日（2022年９月１日）までに、以下の臨時報告書を提出。 
 ・企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）
の規定に基づき、2022年７月１日に関東財務局長に提出 

 
 ④【訂正報告書】 
  該当事項はありません。 

 

４【上記書類を縦覧に供している場所】 

共立印刷株式会社 

(東京都板橋区清水町36番１) 

株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

第三部【上場申請会社の保証会社等の情報】 

  該当事項はありません。 
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第四部【上場申請会社の特別情報】 

第１【最近の財務諸表】 

当社の財務諸表は「財務諸表等規則」に基づいて作成しております。 
  第37期から第39期までの財務諸表につきましては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けておりま
せんのでご留意ください。 

 

１ 【貸借対照表】 

            (単位：千円) 

          第37期 

(2018年３月31日) 

第38期 

(2019年３月31日) 

第39期 

(2020年３月31日) 

資産の部    

 流動資産    

  現金及び預金 92,740 271,644 199,487 

  未収法人税等 19,633 － 434 

  短期貸付金 － － 15,165 

  前払費用 － 108 110 

  流動資産合計 112,373 271,752 215,197 

 固定資産    

  有形固定資産    

    建物 － 31,364 30,037 

   車両運搬具 － － 4,223 

   土地 － 22,685 22,685 

   有形固定資産合計 － 54,049 56,946 

  投資その他の資産    

   投資有価証券 1,741,168 861,582 438,130 

   出資金 10 10 10 

   投資その他の資産合計 1,741,178 861,592 438,140 

  固定資産合計 1,741,178 915,642 495,087 

 資産合計 1,853,552 1,187,395 710,284 
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            (単位：千円) 

          第37期 

(2018年３月31日) 

第38期 

(2019年３月31日) 

第39期 

(2020年３月31日) 

負債の部    

 流動負債    

  未払法人税等 35 51,102 35 

  預り金 － 353 － 

  流動負債合計 35 51,455 35 

 固定負債    

  繰延税金負債 581,350 281,350 139,173 

  固定負債合計 581,350 281,350 139,173 

 負債合計 581,385 332,806 139,208 

純資産の部    

 株主資本    

  資本金 3,000 3,000 3,000 

  利益剰余金    

   その他利益剰余金 783,947 933,420 1,032,148 

    繰越利益剰余金 783,947 933,420 1,032,148 

   利益剰余金合計 783,947 933,420 1,032,148 

  自己株式 △613,633 △613,633 △727,134 

  株主資本合計 173,313 322,786 308,013 

 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金 1,098,853 531,802 263,062 

  評価・換算差額等合計 1,098,853 531,802 263,062 

 純資産合計 1,272,166 854,588 571,076 

負債純資産合計 1,853,552 1,187,395 710,284 
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２ 【損益計算書】 

            (単位：千円) 

          
第37期 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

第38期 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31

日) 

第39期 

 (自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31

日) 

売上高 － － － 

売上原価 － － － 

売上総利益 － － － 

販売費及び一般管理費 ※24,887 ※20,442 ※41,723 

営業損失（△） △24,887 △20,442 △41,723 

営業外収益    

 受取利息及び受取配当金 68,631 51,069 25,477 

 営業外収益合計 68,631 51,069 25,479 

経常利益又は経常損失（△） 43,744 30,627 △16,243 

特別利益    

  投資有価証券売却益 143,159 192,465 151,465 

 特別利益合計 143,159 192,465 151,465 

税引前当期純純利益 186,904 223,092 135,221 

法人税、住民税及び事業税 40,259 73,619 36,493 

法人税等合計 40,259 73,619 36,493 

当期純利益 146,644 149,472 98,728 
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３ 【株主資本等変動計算書】 

第37期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) 
                            (単位：千円) 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産 
合計 資本金 

利益剰余金 

自己株
式 

株主資本 
合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

評価・換
算差額
等合計 

その他
利益剰
余金 

利益剰
余金合

計 
繰越利
益剰余

金 

当期首残高 
3,000 637,302 637,302 

△
291,591 

348,711 
1,116,7

94 
1,116,7

94 
1,465,50

5 

当期変動額         

 当期純利益  146,644 146,644  146,644   146,644 

 自己株式の
取得 

   
△

322,042 
△

322,042 
  

△
322,042 

 株主資本以
外の項目の当
期変動額（純
額） 

   

 

 
△

17,941 
△

17,941 
△17,941 

当期変動額合
計 

- 146,644 146,644 
△

322,042 
△

175,397 
△

17,941 
△

17,941 
△

193,338 

当期末残高 
3,000 783,947 783,947 

△
613,633 

173,313 
1,098,8

53 
1,098,8

53 
1,272,16

6 

 
 
第38期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) 

                            (単位：千円) 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産 
合計 資本金 

利益剰余金 

自己株
式 

株主資本 
合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

評価・換
算差額
等合計 

その他
利益剰
余金 

利益剰
余金合

計 
繰越利
益剰余

金 

当期首残高 
3,000 783,947 783,947 

△
613,633 

173,313 
1,098,8

53 
1,098,8

53 
1,272,16

6 

当期変動額         

 当期純利益  149,472 149,472  149,472   149,472 

 株主資本以
外の項目の当
期変動額（純
額） 

   

 

 
△

567,051 
△

567,051 
△

567,051 

当期変動額合
計 

- 149,472 149,472 
－ 

149,472 
△

567,051 
△

567,051 
△

417,578 

当期末残高 
3,000 933,420 933,420 

△
613,633 

322,786 531,802 531,802 854,588 
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第39期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) 
                            (単位：千円) 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産 
合計 資本金 

利益剰余金 

自己株
式 

株主資本 
合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

評価・換
算差額
等合計 

その他
利益剰
余金 

利益剰
余金合

計 
繰越利
益剰余

金 

当期首残高 
3,000 933,420 933,420 

△
613,633 

322,786 531,802 531,802 854,588 

当期変動額         

 当期純利益  98,728 98,728  98,728   98,728 

 自己株式の
取得 

   
△

113,500 
△

113,500 
  

△
113,500 

 株主資本以
外の項目の当
期変動額（純
額） 

   

 

 
△

268,739 
△

268,739 
△

268,739 

当期変動額合
計 

- 98,728 98,728 
△

113,500 
△14,772 

△
268,739 

△
268,739 

△
283,512 

当期末残高 
3,000 

1,032,1
48 

1,032,1
48 

△
727,134 

308,013 263,062 263,062 571,076 

 
 

４ 【キャッシュ・フロー計算書】 

   記載を省略しております。 

 

注記事項 

(重要な会計方針) 
  第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 

    市場価格のない株式等以外のもの 
     時価法 
     （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

 市場価格のない株式等 
     移動平均法に基づく原価法 
 
 ２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   有形固定資産 
    定率法を採用しております。 
 

第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 

    市場価格のない株式等以外のもの 
     時価法 
     （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

 市場価格のない株式等 
     移動平均法に基づく原価法 
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 ２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   有形固定資産 
    定率法を採用しております。 
 

第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 

    市場価格のない株式等以外のもの 
     時価法 
     （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

 市場価格のない株式等 
     移動平均法に基づく原価法 
 
 ２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   有形固定資産 
    定率法を採用しております。 
 
（貸借対照表関係） 
 第37期（2018年３月31日） 
  該当事項はありません。 
 
 第38期（2019年３月31日） 

有形固定資産 
 建物 

減価償却累計額（千円） 
221 

 
 第39期（2020年３月31日） 

有形固定資産 
 建物 
 車両運搬具 

減価償却累計額（千円） 
1,547 
1,405 

 
（損益計算書関係） 

 ※1 第37期、第38期、第39期の事業年度において、一般管理費に属する費用の割合がおおよそ100％であり
ます。販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 
第37期 

(自 2017年４月１日 
  至 2018年３月31日) 

第38期 
(自 2018年４月１日 

  至 2019年３月31日) 

第39期 
 (自 2019年４月１日 

   至 2020年３月31日) 

交際費 3,039千円 4,053千円 6,325千円 

支払手数料 8,979   275  16,573     

租税公課 1,868   1,938     4,134   

支払報酬 8,600   7,268    8,764   

減価償却費 － 221  2,732   

業務委託料 2,400   6,684    2,657   

 
（株主資本等変動計算書関係） 
 第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

普通株式 １ － － １ 

Ａ種類株式 59,999 － － 59,999 
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２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

Ａ種類株式 8,000 7,280 － 15,280 

   注 Ａ種類株式の自己株式の株式数の増加7,280株は、当社株式の取得による増加です。 
 
  ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
  ４．配当に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

普通株式 １ － － １ 

Ａ種類株式 59,999 － － 59,999 

 
  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

Ａ種類株式 15,280 － － 15,280 

 
  ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
  ４．配当に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

普通株式 １ － － １ 

Ａ種類株式 59,999 － － 59,999 

 
  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首株式

数 
 (株) 

当事業年度増加株式
数 

 (株) 

当事業年度減少株式
数 

 (株) 

当事業年度期末株式
数 

 (株) 

Ａ種類株式 15,280 6,450 － 21,730 

  注 Ａ種類株式の自己株式の株式数の増加6,450株は、当社株式の取得による増加です。 
 
  ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
    該当事項はありません。 
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  ４．配当に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
（金融商品関係） 
第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 
当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等

の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合
の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。 

（２）金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 
 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式で
あり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 

 
２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1) 未収法人税等 19,633 19,633 － 

(2) 投資有価証券 1,741,168 1,741,168 － 

  資産計 1,760,801 1,760,801 － 

 （注） 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 
３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算出した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 1,741,168 － － 1,741,168 

資産計 1,741,168 － － 1,741,168 

 
（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

未収法人税等 － 19,633 － 19,633 

資産計 － 19,633 － 19,633 

    ※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
    （注）１ 投資有価証券 
          上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、

その時価をレベル１に分類しています。 
    （注）２ 未収法人税等 
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっており、時価をレベル２に分類しております。 
 

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 1年以内 
（千円） 

1年超5年以内 
（千円） 

5年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

未収法人税等 19,633 － － － 

   合計 19,633 － － － 
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第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 
当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等の 

金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合の
資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。 

（２）金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式で

あり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 
 

２．金融商品の時価等に関する事項 
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1) 投資有価証券 861,582 861,582 － 

  資産計 861,582 861,582 － 

(1)未払法人税等 51,102 51,102 － 

  負債計 51,102 51,102 － 

 （注） 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 
３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算出した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 861,582 － － 861,582 

資産計 861,582 － － 861,582 
 

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

未払法人税等 － 51,102 － 51,102 

負債計 － 51,102 － 51,102 

    ※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
    （注）１ 投資有価証券 
          上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、

その時価をレベル１に分類しています。 
    （注）２ 未払法人税等 
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっており、時価をレベル２に分類しております。 
 

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
該当事項はありません。 
 

第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 
当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等

の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合
の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。 
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（２）金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 
 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式で
あり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 

 
２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1) 短期貸付金 15,165 15,165 － 

(2) 未収法人税等 434 434 － 

(3) 投資有価証券 438,130 438,130 － 

  資産計 453,731 453,731 － 

 （注） 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 
３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算出した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 438,130 － － 438,130 

資産計 438,130 － － 438,130 

 
 （2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

短期貸付金 － 15,165 － 15,165 

未収法人税等 － 434 － 434 

資産計 － 15,600 － 15,600 

    ※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
    （注）１ 投資有価証券 
          上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、

その時価をレベル１に分類しています。 
    （注）２ 短期貸付金・未収法人税等 
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっており、時価をレベル２に分類しております。 
 

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 1年以内 
（千円） 

1年超5年以内 
（千円） 

5年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

短期貸付金 
未収法人税等 

15,165 
434 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

   合計 15,600 － － － 

 
 
 
 
 (有価証券関係) 

  1．その他有価証券 
第37期（2018年３月31日） 
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区分 
貸借対照表計上額 

 (千円) 
取得原価 
 (千円) 

差額 
 (千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの 

   

 株式 1,741,168 60,964 1,680,204 
 債券 － － － 
その他 － － － 

合計 1,741,168 60,964 1,680,204 

 
 
第38期（2019年３月31日） 

区分 
貸借対照表計上額 

 (千円) 
取得原価 
 (千円) 

差額 
 (千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの 

   

 株式 861,582 48,429 813,152 
 債券 － － － 
その他 － － － 

合計 861,582 48,429 813,152 

 
 
第39期（2020年3月31日） 

区分 
貸借対照表計上額 

 (千円) 
取得原価 
 (千円) 

差額 
 (千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの 

   

 株式 438,130 35,894 402,235 
 債券 － － － 
その他 － － － 

合計 438,130 35,894 402,235 

 
 
 ２．事業年度中に売却したその他有価証券 
第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

区分 
売却額の合計額 

（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

 株式    
市場価格のない株式等以外のもの 148,369 143,159 － 
市場価格のない株式等 － － － 

債券 － － － 
その他 － － － 

合計 148,369 143,159 － 

 
 
第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

区分 
売却額の合計額 

（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

 株式    
市場価格のない株式等以外のもの 204,979 192,465 － 
市場価格のない株式等 － － － 

債券 － － － 
その他 － － － 

合計 204, 979 192,465 － 

 
第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

区分 
売却額の合計額 

（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 
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 株式    
市場価格のない株式等以外のもの 162,688 151,465 － 
市場価格のない株式等 － － － 

債券 － － － 
その他 － － － 

合計 162,688 151,465 － 

 
(税効果会計関係) 

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
第37期 

(2018年３月31日) 

第38期 

(2019年３月31日) 

第39期 

(2020年３月31日) 

繰延税金資産    

  未払事業税等 11,576千円 △6,379千円 4,960千円 

 その他 348   －   －   

評価性引当額 △11,924   6,379   △4,960   

繰延税金資産合計  －   －   －   

繰延税金負債    

   その他有価証券評価差額金    △581,350千円 △281,350千円 △139,173千円 

繰延税金負債合計 △581,350千円 △281,350千円 △139,173千円 

繰延税金資産純額 △581,350千円 △281,350千円 △139,173千円 

 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

 
第37期 

(2018年３月31日) 
第38期 

(2019年３月31日) 
第39期 

(2020年３月31日) 

法定実効税率 34.81 34.59 34.59 

 （調整）    

受取配当金等永久に損金に算入
されない項目 

△6.39 △3.96 △3.26 

  軽減税率の適用による影響 △0.53 △0.44 △0.74 

  評価性引当額    

   未払事業税 △6.19 2.86 △3.67 

その他 △0.15 △0.02 0.05 

税効果会計適用後の法人税率の
負担率 

21.54 33.00 26.99 

  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 
    税法の改正に伴い、第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）以降、法定実効税率を

34.81％から34.59％に変更して計算しておりますが、この変更による財務諸表に与える影響は軽微で
す。 

 
 （セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
 第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。 
 

第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。 

 
第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 
当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。 
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【関連情報】 

第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 
 １．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 
 
   ２．地域ごとの情報 
    (1)売上高 
     売上高がないため、該当事項はありません。 
    (2)有形固定資産   
     本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
 
    ３．主要な顧客ごとの情報 
      外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

  １． 製品及びサービスごとの情報 
  単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
    ２．地域ごとの情報 
     (1)売上高 
      売上高がないため、該当事項はありません。 
     (2)有形固定資産   
      本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
 
    ３．主要な顧客ごとの情報 
     外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

  １． 製品及びサービスごとの情報 
  単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 
    ２．地域ごとの情報 
     (1)売上高 
      売上高がないため、該当事項はありません。 
     (2)有形固定資産   
      本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
 
    ３．主要な顧客ごとの情報 
     外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 
 
【関連当事者情報】 

第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 
１．関連当事者との取引 
  該当事項はありません。 
 

   ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 
     該当事項はありません。 
 

第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
   １．関連当事者との取引 
     該当事項はありません。 
 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 
該当事項はありません。 

 
第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 
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   １．関連当事者との取引 
上場申請会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

種類 

会社
等の
名称
又は
氏名 

所在地 

資本金
又は出
資金 

（百万
円） 

事業の内容
又は職業 

議決権
等の所
有(被
所有)
割合
(%) 

取引の 
内容 

取引金額 科目 
期末残高
(千円) 

当社代
表取締
役 

野田 
勝憲 

－ － 会社役員 100 
金 銭 消
費貸借 

15,165 
短期
貸付
金 

15,165 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針 
      本金銭消費貸借取引の条件に関しましては、貸付期間1年、利息は無利息としております。 
 
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 
  （1株当たり情報） 

第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

 
 

第37期 
（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

1株当たり純資産額 28,447.38円 

1株当たり当期純利益金額 3,032.35円 

 （注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。  
    ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 

 第37期 
（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 146,644 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株主に係る当期純利益金額（千円） 146,644 

期中平均株式数（株） 48,360 

 （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 
    ３．１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第37期 
（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 1,272,166 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 

普通株式に係る期末の純資産の額（千円） 1,272,166 

１株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通
株式の数（株） 

44,720 

  （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 

第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

 
 

第38期 
（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

1株当たり純資産額 19,109.76円 

1株当たり当期純利益金額 3,342.42円 

 （注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。  
    ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 

 第38期 
（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 149,472 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株主に係る当期純利益金額（千円） 149,472 

期中平均株式数（株） 44,720 

（注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
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    ３．１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第38期 
（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 854,588 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 

普通株式に係る期末の純資産の額（千円） 854,588 

１株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通
株式の数（株） 

44,720 

  （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 

第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

 
 

第39期 
（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

1株当たり純資産額 14,922.29円 

1株当たり当期純利益金額 2,379.28円 

 （注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。  
    ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 

 第39期 
（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 98,728 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株主に係る当期純利益金額（千円） 98,728 

期中平均株式数（株） 41,495 

（注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 
    ３．１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第39期 
（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 571,076 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 

普通株式に係る期末の純資産の額（千円） 571,076 

１株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通
株式の数（株） 

38,270 

  （注）普通株式には、Ａ種類株式を含んでおります。 
 
 （重要な後発事象） 

第37期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 
 該当事項はありません。 
 
第38期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
 該当事項はありません。 
 
第39期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 
 該当事項はありません。 
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第２【保証会社及び連動子会社の最近財務諸表又は財務書類】 

   なお、当社は連動子会社を有しておりませんので、連動子会社の財務諸表はありません。 
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